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国土交通省独立行政法人評価委員会 
第２３回交通関係研究所分科会 

 
 
（事務局） 全員おそろいになられましたので、ただいまより国土交通省独立行政法人評

価委員会第２３回交通関係研究所分科会を始めさせていただきます。 
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中でのご出席、誠にありがとうございます。本

日は８名全員のご出席をいただいておりますので、定足数を満たして開催ということにな

ります。 
 それでは、まず開会に当たりまして、事務局であります総合政策局技術政策課の吉田課

長より、ご挨拶をさせていただきます。 
（吉田技術施策課長） 技術政策課の吉田でございます。お忙しい中、ご出席いただきま

したが、皆様方にお世話になっておりますこの独立行政法人の評価委員会の形が若干変わ

ることになりましたので、その点につきまして、私のほうから簡単に説明をさせていただ

きたいと思います。 
 お手元の参考資料の３という資料ございますので、その資料を見ていただけますでしょ

うか。 
 下部に４３ページと書いてある一番最初のページでございますけれども、まず、②につ

きまして、皆様方に評価していただいております３つの研究所、海上技術安全研究所、電

子航法研究所、交通安全環境研究所でございますけれど、それぞれ海上技術安全研究所と

電子航法研究所につきましては、港湾空港技術研究所とともに統合して１つの研究所に、

交通安全環境研究所は自動車や鉄道分野に関する業務を実施している組織でございますの

で、自動車検査独立行政法人と統合するという形になってございます。 
 これらの統合時期につきましては、おいおい決まってまいります。 
 もう１点、①の独法通則法の改正というのがございます。要するに独立行政法人のガバ

ナンスを強化しましょうということで、本時、通常国会におきまして、独法通則法の改正

が行われました。１枚めくっていただきまして４４ページから４７ページぐらいにかけて、

その概要を記載しており、特に一番重要なのは４４ページでございまして、独法の評価を

行うための組織は、現在、皆様方に委員になっていただいております独立行政法人評価委

員会ですが、こちらのほうが廃止ということになりまして、組織運営については国が、国

土交通省が直接実施しますという話と、もう１つは、一方で、研究開発法人につきまして

は、研究開発をどう進めていくかという、いわゆる効率化以外の部分もございますので、

こちらの部分につきましては、各府省に設置された研究開発審議会のほうで検討していた

だくということになってございます。 
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 こちらの施行につきましては、来年の４月１日という形になってございますので、独法

評価委員会という形で評価していただくのは今年度が最後という形になりました。 
 新たな研究開発審議会などの立て付け等は、まだ決まってございません。来年以降、ま

たお願いすることもあろうかと思いますので、こちらにつきましては、また改めてご説明

させていただいて、お願いさせていただくこともあるかと思っております。そういう形で、

長きにわたってお世話になっておりましたこの委員会でございますけれども、今年度が最

後ということでお願いいたします。 
 さて、本題のほうでございますけれども、今度はこの３つの研究開発法人、こちらにつ

きましては平成２３年度から２７年までの５か年間の中期基本計画のちょうど真ん中の年

です。そういう意味で、期間全体を見渡して、次にちゃんとつなげていくというところで

非常に重要な年でございますので、そういう観点で、評価をしていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
 以上です。 
（事務局） それでは、以降の議事進行につきましては、角分科会長にお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
（角分科会長） それでは早速ですけれども、本日の議事に入らせていただきます。 
 議事次第に沿って進めたいと思いますが、まず、資料確認を事務局からお願いします。 
（事務局） お手元の資料のうち、先ほど当課課長が参照しておりました参考の０３が入

った冊子の中に、議事次第と委員名簿、座席表が３枚、それから配布資料の一覧というも

のが入っております。 
 さらにその後ろに、事務局の説明資料といたしまして、共通－０１から共通－０４まで、

それから参考－０１から参考－０３までをとじてございます。それから、各研究所の説明

資料でございますが、昨年と同様に、３研究所に分けて大きなクリップで留めております。

これが３つございます。海技研、電子研、交通研の３つです。 
 以上が本日の資料でございます。 
（角分科会長） 資料のほうはよろしいですか。 
 次に、事務局から今日の予定について、説明をよろしくお願いします。 
（事務局） 本日の審議の進め方ですが、お手元の資料の共通‐０１をご覧ください。２

時半から６時までの４時間弱を予定しております。最初に、事務局から評価方法について

説明させていただいた後、電子航法研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所の

順に、業務実績と財務諸表の説明及び質疑応答をしていただきます。各研究所の割り当て

時間につきましては、説明に２５分、質疑応答に２５分と考えております。 
 以上です。 
（角分科会長） 今日のスケジュールですが、特に何かご質問ございませんか。 
 そうしましたら、議事１の評価方法について、事務局より説明をお願いします。 
（事務局） はい。評価に当たって基本的な事項を共通‐０２にまとめております。共通
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‐０２は、総務省の政策評価独立行政法人評価委員会、いわゆる「政独委」と呼ばれてる

ものですが、そこからの指示を受けた形で、本分科会の親委員会であります国土交通省独

法評価委員会の家田委員長から各分科会長あての文書として出ているものでございます。 
 この中には、独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点、さらに、政独委において

重点的にチェックする特記事項について記載されております。これらにつきましては、昨

年度からの大きな変更はございませんので、詳細な説明は割愛いたしますが、その特記事

項につきまして、各研究所の資料－０２評価調書本紙の中に関連する項目があれば、本紙

に記載して、関連する項目がない場合は、資料－０３評価調書別紙に記載しております。 
 資料－０３評価調書別紙につきましては、研究所の取り組みの実績とその評価の案を記

述しておりますので、委員の皆様には、それに対するご意見をいただければと思います。 
 続きまして、評価方法につきましては、昨年同様ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃによる評価を行

うこととなっておりますが、これに関しましては、昨年度も触れさせていただきましたが、

より厳格に行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。共通－０３の１８ペー

ジに記載していますように、Ｓというのは、一般的に特別を意味する評語ということで定

められております。順調に目標を達成している場合はＡの評定です。量的・質的両面から

見て、それ以上に評価すべき付加的な実績が必要となります。このことにかんがみれば、

Ｓの評価がつけられる項目数が多くなることは想定されていないということにご留意いた

だき、ご評価いただければと思います。 
 なお、例年、各研究所において退職された役員がいらっしゃいますと、退職金にかかる

業績勘案率についても審議する必要がございますが、今年度は該当者がいらっしゃらない

ということで、割愛いたします。 
 続きまして、２０ページについて、今年度の分科会では、平成２５年度の業務実績のみ

を対象として評価を実施いたします。評価の確定方法につきましては昨年度と同様の方法

でございますが、いま一度、簡単にご説明をさせていただきます。 
 まず、本日の分科会の後、委員の皆様におかれましては、各研究所の資料－０２評価調

書本紙の各評価項目ごとにＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの評価及び理由を記載していただき、そ

れから、資料－０３評価調書別紙の評価欄にコメントを記載する作業を行っていただきま

す。７月２２日までに事務局までご提出いただきたいと考えております。 
 それらを事務局にて集計いたしまして、５段階の評価につきましては、８名中６名以上

の方が同じ評価となった項目については、その時点で評価を確定いたします。６名以上の

方が同じ意見にならなかった場合につきましては、再審議項目といたします。なお、委員

の方から特に再説明の要望があった項目も、再審議項目として取り扱うことにしたいと考

えております。 
 なお、再審議項目につきましては、８月８日の次回分科会において、研究所から再度説

明していただき、そのあと、ご出席の委員の先生方でご審議いただき評価を確定させると

いう流れになります。 
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 評価方法につきましては以上ですが、１９ページの３ポツに記載してますとおり、委員

の皆様方の評価作業と並行いたしまして、７月８日から２２日の約２週間、分科会のホー

ムページにおきましてパブリックコメントを行う予定ですので、併せてお知らせいたしま

す。 
 評価方法等に関する説明は以上です。 
（角分科会長） 今の事務局からの評価方法に関する説明に対して、何か質問ございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 
 それでは、この方法に従って評価を行うということで、委員の皆様、よろしくお願いし

ます。 
 続きまして議事の１で、③今後の評価確定までのスケジュールについて、事務局のほう

から説明をお願いします。 
（事務局） はい。ほぼ繰り返しになりますが、簡単にご説明いたします。 
 委員の皆様には、本日の分科会終了後、７月２２日火曜日までに、各研究所の資料－０

２評価調書本紙、それから資料－０３評価調書別紙に、評価及び理由、ご意見等をご記入

いただく作業をお願いいたします。詳細な作業の方法につきましては、本会議終了後にメ

ールにて改めてお知らせいたします。 
 そのあと分科会までに各研究所において再説明用の資料の準備等がございますので、短

い期間で恐縮ですが、締め切りも含めましてご協力いただきますよう、どうぞよろしくお

願いいたします。 
 また、パブリックコメントにつきまして先ほどご説明いたしましたが、そこでご意見が

出た場合において、その内容によっては、次回分科会において追加の説明をいたします。 
 そのあと、８月８日に次回分科会を開催いたしまして、評価を確定させていただきます。 
 松尾先生におかれましては、８月８日のご都合が悪いと伺っておりますので、事前にご

意見ございましたら、審議の場でご紹介させていただきたいと思いますので、その点もま

た、会議後に改めてメールでご連絡させていただきたいと思います。 
 以上、共通‐０４に沿って説明いたしました。 
（角分科会長） スケジュールについて何かご質問ございますか。よろしいですか。 
 それでは事務局説明のとおり進めることにしたいと思います。 
 それでは、ご質問がないようでしたら、早速、各独法の業務実績説明のほうに移りたい

と思いますけど。 
 最初が電子航法研究所ですね。それでは、入っていただくように準備をお願いいたしま

す。 
 

（電子航法研究所 入室） 
 
（分科会長） それでは、電子航法研究所の平成２５年度の業務実績及び財務諸表の説明
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をお願いします。初めにご説明をいただいて、質問はまとめて後で行うということで、説

明時間は２５分を予定しておりますので、時間厳守で、よろしくお願いいたします。 
（電子研） 電子航法研究所でございます。 
 それでは、電子航法研究所の平成２５年度の業務実績について、お手元の電子研資料０

７というプレゼン資料を基に、ご説明をさせていただきます。 
 まず、１ページをめくっていただければと思います。 
 今回は、委員の先生方のご指摘を反映し、評価をお願いする項目について、特に重要と

考える項目を主に集中的にご説明させていただきます。すなわち、年度計画の達成状況の

ご説明、その後、自己評価をＳといたしました評価項目について、詳細にご説明をさせて

いただきます。 
 それでは、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 評価項目１、２、３、４、５のうち、評価項目の１から３と５は主に研究成果について

述べたものでございまして、これらにつきましては非常に特筆するべき成果が上げられた

と私どもは考えており、Ｓ評価をしておりますので、後ほど詳細にご説明をさせていただ

きます。 
 評価項目の４でにつきましては、研究開発の実施過程における措置ということで、研究

課題の企画・立案、研究計画の策定等、それぞれの課題を立て、それについて実施をいた

しております。全ての項目を着実に実施し、必要な成果を上げられましたので、自己評定

はＡといたしております。 
 続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。 
 評価項目６、関係機関との連携の強化でございます。これにつきましては、この黄色の

枠で書かれているものが、例えば共同研究を新たに５件以上開始など数値目標があるもの

でございまして、これら３項目は、いずれも目標を達成いたしております。その他の研究

機関との連携の強化など、これらについては特段の成果がございましたので、自己評定を

Ｓといたしておりまして、後ほど詳細をご説明させていただきます。 
 続きまして評価項目７、国際活動への参画でございますが、これにつきましても、海外

の研究機関等との連携の強化とか、基準策定機関に２４件以上の発表を行うとか、これら

いずれも特段の成果を上げることができたと考えており、自己評定をＳとしておりますの

で、後ほどご説明をさせていただきます。 
 続きまして４ページ、評価項目の８でございます。これにつきましては、各研究課題を

年に１回発表、一般公開、研究発表会及び講演会で１回を開催などの数値目標はいずれも

適切に実施し、目標を達成いたしております。 
 その他に、査読付論文の採択と、それをさらに進めるなどについては、研究の質を向上

するという意味で特段の成果がございましたので、後ほど詳細をご説明させていただきま

す。 
 続きましてページの５に移ります。ページの５につきましては、評価項目の９、組織運
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営でございます。これにつきましては、ＣＡＲＡＴＳを技術的側面から支援、自己点検・

評価を行う等、５つの研究計画目標を立て、実施をいたしております。これにつきまして

も着実な実施を行い、必要な目標を達成いたしましたので、自己評定をＡといたしており

ます。 
 続きまして評価項目の１０、業務の効率化につきましては、省エネの徹底等による一般

管理費の抑制等、５項目の目標につきまして、いずれも適切な達成を行い、目標を達成い

たしますとともに、特に最後にございます特許保有の精査につきましては、監事の指摘に

より、これまで１０年間、実施実績がない海外特許について、その維持について、今後検

討を加えるというような見直しの項目を加えるなど、活動に１つの追加をいたしておりま

す。これらのことも含めて、自己評定はＡといたしております。 
 続きまして６ページでございます。評価項目の１１、予算、収支計画及び資金計画につ

きましては、財務計画及び外部資金を２０件獲得の数値目標がございまして、特にこの数

値目標につきましては、２０件の予定が２６件の獲得ができたこと、また獲得した予算が

１億円を超えたなど著しい成果がございましたが、全体として自己評価はＡといたしてお

ります。 
 次に、評価項目１２でございます。その他主務省令に定める業務運営に関する事項で、

７項目の年度計画を立て、それぞれを実施しております。それについても、すべての計画

目標につきまして適切に実施し、目標を満たす成果を得ておりますので、自己評定はＡと

いたしております。 
 以上が、全体の評価いただく項目についてのご説明でございますが、以降から、私ども

の研究所がＳと自己評価をした項目の理由につきまして、詳細なご説明をさせていただき

たいと思います。 
 まず、その次の７ページをご覧いただきたいと思います。 
 このページで、飛行中の運航高度化に関する研究開発というものですが、ここでは、到

着経路を含めた洋上経路の最適化の研究を挙げております。この研究は、洋上と空港付近

いずれにおいても効率的な運航を行うための統一的な飛行最適化技術の確立、その技術に

よりどの程度運航が効率化できるか、それを評価する手法を確立する。これらのことが主

な目的でございます。 
 このために、平成２５年度は、洋上管制シミュレータの性能向上とか、ＤＡＲＰ（Ｄｙ

ｎａｍｉｃ Ａｉｒｂｏｒｎｅ Ｒｅｒｏｕｔｅ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）という、航空会

社が天候などによってより安定的に飛べる、あるいは経済的に飛べる航路を選定する、そ

のような飛び方ですが、これを実施したときに他の航空機への影響はどうか、そのような

解析なども進めております。 
 ここで特筆すべき研究成果としては、ＣＤＯの運用時間を拡大するための課題抽出がご

ざいます。ここでＣＤＯと申しますのは、着陸の進入時に航空機がエンジンのアイドル状

態、いわばグライダーのように滑空、着陸するという運航をいいます。この運航で燃費の
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節減とか騒音低減が期待できますが、一方、空港容量の低下とか、あるいは通過航空便と

の干渉が生じる恐れがございます。よって、現在わが国では、関西空港で深夜と早朝のみ

一部実行されているものでございますが、将来のことを考えると、そのような運用が増え

ることが必要と考えられております。 
 そこで、関西空港でのＣＤＯ実施状況を分析したその結果について検討いたしました。

上の図をご覧ください。この黒線は、空港へ着陸しようとする航空機でございます。青線

は、その便を横切ろうとする便でございます。そういたしますと、着陸でＣＤＯを行おう

とするときに、近くを横切る航空機があると、そのＣＤＯが危険ということになります。

そうやってＣＤＯができなくなるということが起こります。よって、どのような状況でＣ

ＤＯができるか、どのような状況でできないかを見える化しました。そのような技術開発

を行ったのが下の図でございます。 
 この図の横軸は時間、縦軸は飛行機の通過高度を示しております。そして黒の四角、赤

の四角、灰色の四角などは、その高度、その時間をどの程度の頻度で飛行機が通過してい

るかを示しております。例えば赤軸というのは、１年に２０１日以上、その航路の飛行機

が飛んでるということで、この航路に近いようなＣＤＯはできないということになります。 
 よって逆に言いますと、この白の部分はあまり通過航空機がないということで、今、実

際にＣＤＯを行われている以外の時間、例えば７時ごろとかお昼ごろもＣＤＯができる可

能性があるということを見える化できたというのが本研究の大きな成果でございます。 
 もう１点、アジア太平洋環境プログラムＡＳＰＩＲＥ認定への技術的貢献というのがご

ざいます。 
 これは何かと申しますと、当研究所が航空局から依頼を受け、洋上管制シミュレータで

羽田‐サンフランシスコ線の燃費を予測し、年間で１０万リッター程度、燃費が節減でき

ることを明らかにいたしました。これは非常に優れた運航ということで、羽田‐サンフラ

ンシスコ線は、ＡＳＰＩＲＥ Ｄａｉｌｙ Ｒｏｕｔｅという名前で認証され、この活動

は、洋上経路の最適化の実例としてＩＣＡＯでレポートにも取り上げられているというこ

とでございます。 
 以上をまとめますと、本研究のポイントは、ＣＤＯによる着陸機との干渉を見える化し、

ＣＤＯの可能性を予測する技術を確立できたこと。羽田‐サンフランシスコ線が、ＡＳＰ

ＩＲＥ認定を確定するために必要な技術的根拠資料を提供できたこと。それと重要なこと

は、本研究は、首都圏空港のさらなる容量増を検討するときに避けては通れない騒音問題

の緩和に貢献しそうなＣＤＯ運航の実現性を示すことができそうだという点が、大きな本

研究の成果だと考えておるところでございます。 
 次の８ページをご覧ください。評価項目の２、空港付近の運航高度化に関する研究開発

で、監視システムの技術性能要件の研究を挙げさせていただきます。 
 本研究の背景は、今後、航空交通の増大に備え、トラジェクトリ運航や機上監視による

運航が検討されておりますが、それらを着実に実施するためには、それが監視できるシス
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テムが必要となります。 
 そこで本研究では、従来より高密度で飛行できる新しい運航方式を想定し、その運航の

安全性を監視する装置の制度や信頼性等を事前に定めることを目的といたしております。

そのために実施した研究計画としては、この表に書いておりますような次世代監視方式の

動向調査とか、国内空域で運用するための必要な性能要件の提案などございますが、特筆

するべき成果は、監視情報の信頼性の効率的な測定方法として表れてまいりました。 
 現在、航空機が運航するとき、その監視には、主に二次監視レーダー（ＳＳＲ）という

ものが使われております。航空管制は、このレーダーの性能を念頭に置いて行っておりま

す。例えば空港周辺では、ＳＳＲは４秒ごとに航空機の位置データを教えてくれます。 
 ところが、それ以外の時間の間は、監視精度が低下すると言わざるをえません。よって

管制官は、そのような監視装置の限界を考えて、航空機の安全を確保いたしております。

今後、交通量がさらに増加すると、以上の監視管制方式では対応が困難になると考えられ

ており、航空機の監視を一部、機上のパイロットに委ねるという新しい機上監視方式の導

入が考えられております。この方式では、機上監視システムの信頼性が重要となり、その

信頼性を損ねるというようなものが何かないか、これを確認する必要があります。 
 ところが現在、監視システムというのは、もともと非常にその精度が高い、あるいは信

頼性が高いということから、この監視システムそのものの性能を厳密に調べようとすると、

何年にもわたるデータを収集するとか、そして、そのデータを分析することで精度を確認

するなどの膨大な試験時間を要します。 
 そこで本研究では、この図にございますとおり、監視システムの部分を監視センサと情

報処理装置の部分に分け、それぞれの部分でのデータ、誤り率を求めて、システムの信頼

性を短時間で計算する技術を確立いたしました。これにより試験時間が大幅に短縮でき、

いわゆる加速試験の技術を確立できた、このことは、世界で最初でかつ極めて実用性が高

い成果と考えております。 
 次に、国内・国外への社会的貢献でございます。当研究で得られた成果により、次世代

の監視システムの導入判断を経済的かつ効率的に行えることになり、その成果は一部、国

際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の機上監視応用マニュアルに反映されました。この詳細に続

きましては、後ほど国際活動への参画で述べさせていただきます。 
 以上から、本研究の特筆するべき成果とは、新しい航空機監視システムの信頼性を短時

間で精度よく検証する技術を開発したこと、本研究成果がＩＣＡＯに提供され、ＩＣＡＯ

の新しいマニュアルに組み込まれた点、これが大きな成果と考えております。 
 次に９ページに移ります。空地を結ぶ技術及び安全に関する研究開発で、ここにつきま

しては、航空管制官の業務負荷状態計測手法の研究について述べさせていただきます。 
 この研究は、パイロットや管制官の健全性など、または業務負荷状態を監視する、それ

は今後、人間のヒューマンインターフェースに関わる検証をするための重要な技術認識さ

れております。 
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 そこで本研究の主な目的は、発話音声から算出されるＣＥＭ値という特別な値、これが

真に意味するものは何か、これを実験などで明らかにするとともに、その値を用いて人間

の健全性評価に利用できないかを明らかにする、それが主な目的でございます。また、そ

の成果を基に、管制業務とＣＥＭ値との関係を明らかにすることでございます。 
 このため、平成２５年度は、発話音声から算出される指数値の意味のとりまとめ、業務

作業者の健全性を評価する装置の開発等々３つの課題を挙げ、研究を実施いたしました。

その成果として、発話音声から算出されるＣＥＭ値をとりまとめ、その値は、心身状態を

一定程度反映する指標として使えることを示しました。 
 また、業務作業者の健全性を評価する装置として作り上げた装置を用い検証実験を行っ

た結果、以下の成果を得ました。そこで、このスライドのグラフをご覧いただきたいと思

います。赤線、緑線、青線がございます。このグラフの横軸は時間でございます。縦軸は、

ＣＥＭ値という人間の活性度を評価する指標でございます。この指標がゼロからマイナス

になるにつれ活性化が落ちる傾向、上がるにつれ活性度が上がる傾向でございます。 
 そして、ここの実験では、被験者が１４時間起きて７時間寝る生活を行い、その間にデ

ータを取る。そのデータとは、暗算課題を提示して、それに対する答えを述べるとともに、

その答えをパネルで表示する、そのような作業をいたします。そしてまた、そのとき発生

した音声と朗読音声も記録したものがこの図でございます。 
 ここで示しましたとおり、この作業というのを行うのは、人間の活性度、要は体内時計

に比較的関係がございますので、早朝４時から５時、６時辺りは作業能率が落ちているも

のというのがご覧いただけると思います。そしてそのとき、音声での指標ＣＥＭ値、赤、

あるいは朗読したときの指標、緑、これらも低下の傾向がございます。一方、午前中の間

の活性度が高いときは、ここのＣＥＭ値も上がっている、そういうことが見えます。すな

わち、ＣＥＭ値と体内時計には強い相関があり、発話者の覚醒度をＣＥＭ値で評価できる

ことが分かったことが成果です。 
 また、管制官とパイロットの間にＣＰＤＬＣというデータリンクを導入したとき、その

操作で管制官が感じる負担感とＣＥＭ値の間に関連があることを明らかにし、この業務負

荷の計測に使えそうということが分かったのも成果でございます。 
 以上に加え、本研究は、以下の特別なポテンシャルがあると考えております。すなわち、

発話音声を使う心身状態の計測法は試験者への負担が著しく小さいことから、当初目標以

外に、著しく広い活用範囲がある、例えば、本研究は多くの医療系大学から注目され、心

身状態の健全性や疾病の予備判断等への活用に向けて、現在、研究が進められております。

また、本研究成果が、音声分析クラウドシステムと名付けたスマートフォンによる簡易な

心身健全評価ツールとして活用される可能性が出てきた。このように独自性が高く実用性

が広いという点で、本研究の将来性を高く買いたいと考えてるところでございます。 
 続きましてページ１０ページ、評価項目５でございます。これにつきましては、基礎的

な研究実施のところですが、センサネットワークによる空港面異物監視システムについて
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述べさせていただきます。 
 この研究は、空港面に落下した機体部品などの異物は事故の原因になるとともに、その

異物がある限り、滑走路が閉鎖され、空港の容量低下に直結いたします。よって、このよ

うな落下物を迅速かつ確実に検出する技術が必要とされております。本研究は、滑走路上

の異物を迅速かつ精度よく検出するセンサ技術の確立が主な目的となっております。 
 平成２５年度に光ファイバー無線の広帯域化とか、光ファイバー伝送技術の改良などを

設定し、これに沿った研究によって、以下のような成果が得られております。すなわち、

光ファイバーで伝送する電波の周波数を、従来の１０倍以上に拡大することができたこと、

光ファイバーでミリ波電波を２５キロメーター以上伝送することができたこと、光ファイ

バーを経由して、複数のアンテナに異なる信号を分配、個別に制御することができたこと

などです。 
 ここで、これらが何で特筆するべきことかといいますと、電波をそもそも光ファイバー

で伝送するという技術自体が新しく、今、世界で激しい開発競争が進んでおります。しか

し、普通によく使われる電波の１００倍近いミリ波の電波を光ファイバーで送る技術は確

立されておらず、今回の試みは世界初、光ファイバーでミリ波を２５キロメーター以上送

れるということを示したのも世界初でございます。 
 また、光ネットワークを用いて複数のレーダー素子を一括制御するネットワーク技術の

開発とかレーダーの小型軽量化などの技術について開発し、今後、実用化に結びつけられ

そうな、こういう結果が出たのも大きな成果でございます。 
 以上のとおり、本研究は、格段の先進性、独自性及び広い活用範囲を持つというところ

で、優れた成果と考えているところでございます。 
 続きまして１１ページ、評価項目の６でございます。これは、関係機関との連携強化で

ございます。産学官連携による外部資金の獲得という題が挙げられております。 
 当研究所は、限られた研究員数で研究要望に着実に応えるため、国内外研究機関との連

携を重視しております。その例として、無人航空機及び航空通信に関する知見を活かし、

情報通信研究機構、東北大学、ＮＥＣ社等と共同で、総務省の無人航空機を用いた無線中

継システムに関わる公募に応募し、競争的研究資金の獲得に成功をいたしております。ま

た、混雑空港における到着遅延を緩和する技術開発では、九州大学、名古屋大学等と連携、

研究資金の獲得に成功をしております。これらは、研究員の長年にわたる研究機関との連

携強化の努力が実った実績と考えておるところでございます。 
 次にＮＡＳＡとの連携でございます。当研究所の研究員が１名、昨年度、ＮＡＳＡ Ａ

ｍｅｓ研究所に派遣され、同研究所とＬａｎｇｌｅｙ研究所が実施する将来の航空交通管

理プロジェクトに参加いたしました。そして、その参加の結果、航空到着管理ソフトの検

証で著しく成果を上げるとともに、その成果がＮＡＳＡの合同セミナーで発表されるなど

注目されております。 
 また、研究員が開発した飛行の安全性を評価するプログラムＳＰＩＣＡは、Ａｍｅｓ研
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究所で今後活用することを考え、使用許諾契約の準備が進むなど、連携が進んでおります。 
 次に、若手研究者の育成でございます。これにつきましては、当研究所は長年にわたり、

フランスの民間航空学院ＥＮＡＣからの研修生を受け入れ指導をしてまいりましたが、そ

れを基に、ＥＮＡＣの研修生は修士の学位を得る、そのような連携が進んでおります。こ

の実績が進み、２５年度はＥＮＡＣに加えフランスの他の大学、インドネシア、韓国など

からも研修生が来所しております。特にインドネシアの研修生は、研究員の指導で論文を

まとめ提出し、また大きな成果を上げておるところでございます。 
 続きまして評価項目の７、国際活動への参画でございますが、これにつきましては、ア

ジアの中核的研究機関を目指した活動といたしまして、ＭＧＤ（Ｍｉｎｉ Ｇｌａｂａｌ 

Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ）という世界での航空情報を共有して、それぞれの運航会社

が最適な運航をしようというＳＷＩＭというシステムの有効性を世界各国で実験、実感し

てもらうため、ＩＣＡＯが提唱する実証実験に、アメリカ、ヨーロッパ、及びアジアなど

で参加しております。そこに電子航法研究所は参加し、アジア太平洋地域の各国と討議を

進めて２６年度中に実証実験を行うことを目指し先導するなど、中心的な役割を果たして

おります。 
 次に、ＡＴＭセミナーでの招待講演でございますが、これにつきましては、ＦＡＡとＥ

ＵＲＯＣＯＮＴＲＯＬが主催するＡＴＭに関する国際会議でございまして、特定組織のＮ

ＡＳＡとかＭＩＴとかＤＬＲなど、選ばれた研究機関の研究者しか出席できない格式の高

い会議でございますが、今回、当研究所がアジアでは初めてこの会議に招待され、１名の

研究員が招待講演者として出席、わが国のＡＴＭの研究開発状況などを発表いたしました。 
 続きまして、ＩＣＡＯの活動、機上監視応用マニュアルなどの執筆でございますが、当

研究所は長年にわたり、ＩＣＡＯの専門家会議や作業部会に航空局を支援するアドバイザ

ーとして参加、技術資料の提供などを行ってまいりました。 
 この貢献の典型例が、先ほど述べましたＩＣＡＯ機上監視応用マニュアルの作成でござ

います。重要なことは、この研究員がＩＣＡＯの機上監視応用に関する会議に長年にわた

り参加し、研究成果等を提供し続け、これにより、当該会議のメンバーの間で高い信頼と

評価を得たということでございます。これにより、このマニュアルを執筆することができ

たというのが大きな成果でございます。 
 次に最後、研究開発成果の普及及び活用促進でございます。 
 これにつきましては研究所では、研究員の資質向上のため、著名学会、論文誌などへの

成果投稿を推奨してまいりました。これに基づいて、研究員は論文採択率を高めるべく努

力し、よい論文の執筆に努めた結果、近年、研究開発の中身や論文が優れているなどと評

価され、２５年度は、５件の研究が学会から表彰を受けることとなりました。また学会活

動の講演など、貢献などで表彰されたこともあり、例年を著しく上回る７件の受賞実績が

あったというのが、その成果でございます。 
 次に、ＥＩＷＡＣ２０１３年優秀賞論文集のＳｐｒｉｎｇｅｒ社からの出版でございま
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す。これにつきましては、平成２５年度２月、ＡＴＭとＣＮＳに関する国際ワークショッ

プを開催し大成功となりましたが、その時集まった論文を、世界的知名度向上のため、優

れたものを選択して論文集として提出するべきというアドバイスを、前委員から受けまし

た。 
 そこで当研究所では、ＥＩＷＡＣ終了後、国内外の専門家が参加した論文編集委員会を

組織し、そこで優れた論文の選択と著者への修正依頼や編集などを行って、論文集、十数

編から構成された本『Ａｉｒ Ｔｒａｆｆｉｃ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｓｙｓ

ｔｅｍｓ』をＳｐｒｉｎｇｅｒ社から出版することができました。 
 続きまして最後でございますが、広報手段の充実でございます。 
 昨年度の分科会において、研究者の業務について一般ユーザーへの理解促進を考えるべ

きとのご意見を賜りました。このご意見を反映すべく、専門的になりがちな当研究所の研

究を、視覚情報にして分かりやすく紹介することにし、研究の中身をまとめたマンガを作

成いたしました。お手元にもそのマンガがございますが、研究発表会とか、あるいは一般

公開日などで配布するとともに、近隣の小・中・高等学校にも配布したところ、施設見学

の問い合わせが入るなど評判もよく、研究者への理解促進に大いに役立ったと考えている

ところでございます。 
 以上が、今回の業務実績報告の内容でございます。 
続いて、お手元の電子研資料０９に、「２５年度財務会計状況（概要）について」がござ

います。この３ページをご覧ください。貸借対照表がございます。 
 平成２５年度電子航法研究所の資産の合計は５８億６４００万円となっております。こ

のうちで注目するべきは、固定資産のところに航空機というのがございます。５億３００

０万円でございます。これは、昨年度から当研究所が実験用に就航させました実験用航空

機の資産として挙げられたものでございます。 
 もう１点、次の４ページをご覧ください。当期未処分利益というものに１２００万が計

上されております。これは先ほど述べましたように、外部資金の獲得に当研究所が努力い

たしました結果、当初の予定を上回る資金を獲得できたというものです。すなわち、これ

が純粋の利益に当たる額として挙げられております。これも、１つの特筆すべきところで

はないかと思ってご紹介、ご説明をさせていただきます。 
 以上でございます。 
（分科会長） ありがとうございます。 
 ただいまのご説明に対する質疑を行いたいと思いますので、委員の皆様、ご質問をよろ

しくお願いします。はい、どうぞ。 
（委員） どこかを見れば分かると思うのですが、研究所の規模について、職員の方、研

究に携わっている方がどれくらいいるのかを確認させてください。 
（電子研） 研究員で正規の職員に当たる者が現在４７名でございます。そして契約研究

員、いわゆる非常勤の研究員が２０名程度ございます。企画業務とか総務業務に携わって
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いる者が１５名程度で、正規職員の総計は現在６３名でございます。 
（委員） 非正規の方というのは、どういう方ですか。 
（電子研） ２つございます。 
 １つは、当研究所の研究員を行っていて６０歳で定年になります。その後、研究をさら

に希望したい、残りたいと希望する者が、今までの研究を続ける、あるいは、研究に関す

るノウハウとかを若手に伝授するという意味の研究員が１つでございます。 
 もう１つは、当研究所では十分やられていない色々な研究などについて知見を持つよう

な研究者を公募いたしまして、そのような方に、非常勤ではございますけど、いらしてい

ただいて研究をやっていただく、そのような者でございます。 
（委員） 公募されたとき、応募される方というのは、経歴はどういう方なのですか。 
（電子研） 主には、例えば企業でこれまで研究していたとか、あるいは、最近は大学の

先生でご退官になられたような先生が当研究所でご指導も兼ねてですが、研究を手伝って

いる、そういうような場合もございます。 
（委員） なるほど。 
 それから、何か新しい技術を色々技術的にご説明いただいたのですが、こういうもので

実際に使われている例というのは、どういでしょうか。現状のものと、それから過去のも

のでも、結構なのですが。 
（電子研） はい。それでは９ページの評価項目の３について、ご覧いただきたいと思い

ます。 
 これは管制官の業務負荷状態の研究ということでご説明させていただきましたが、ここ

で述べました心身状況を測定する装置、これにつきましては、現在、まだこれが製品化さ

れて売れてるというところまでは行っていないのですが、心身状況をある程度把握する性

能があるということから、試験的に使っていただける企業がございます。 
 それともう１つは、ここでもご説明させていただきました、スマホを使って心身状態を

見ていただくという、これはまだ試験段階と聞いておりますけど、そのようなものが使わ

れようとしております。そういうところも、もう実用化に近い状態に来ているものと考え

ているところでございます。 
 それと、もう１つを挙げさせていただきますと、次のページの１０ページのセンサネッ

トワークのところがございます。これにつきましても、現在、まだ基礎技術が確立したと

ころではございますけれども、当研究所では空港の滑走路の異物検知とかを主な目的とし

ておりますが、例えば鉄道での飛び込みの人を探す、あるいはセキュリティの問題に対応

するなど、そういう極めて広い応用が考えられ、そういうところでの引き合いがございま

す。 
 この研究の重要なポイントは、こういう技術は世界的にも考えられてはいるのですが、

やはりコストまで徹底的に考えて、我々としてはこの研究を進めてるところが、正直言っ

て自慢するべきところであると考えてるところでございます。 
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（委員） そうしますと、実際に開発するところまでおやりになるのかどうかというのは、

多分、それはあり得ないのだろうなと思うのですが、特許やら何やら最近お考えだという

ことで、もしそうだとすると、そのロイヤリティのようなものは、結構増えてきてるので

しょうか。 
（電子研） はい。おかげさまで、特許につきましても、私どもが開発したシステムが、

それは航空機の経路をちゃんと見やすく表示するようなシステムとかでございますけど、

それは使っていただいておりまして、ロイヤリティはいただいております。 
 もう１つ重要なことは、これは特許ではございませんが、著作権のようなものでござい

ますが、ＧＰＳの信頼性を上げるようなソフトウェアにつきまして、ある企業から使って

いただくというようなことで、著作権料をいただくということで実用化に進んでるところ

がございます。 
（委員） そうしますと、その数値というのは、どこか見れば出ておりますか。年間的な

経緯とか。 
（電子研） それは、お手元の今ご説明いたしました電子研資料０９をご覧ください。こ

こで、先ほど述べましたものは、特許権料収入というのが５ページにございます。これが、

昨年度は２０００万程度上げられております。 
 そして、またその上にございます受託収入というのが、これは、競争的資金を含めての

外部からいただいた研究経費でございます。 
（委員） 特許権等収入というところがそうなのですね。 
（電子研） はい、そうです。 
（委員） これは、以前からの履歴というか経歴というか、それはどうなってますか。ど

んどん増えてるという感じなんですか。 
（電子研） 正直申しますと、どんどん増えてる、右肩上がりとはなっておりません。良

い時もあれば、全然売れない年もございました。それで、去年度辺りは、かなりいい線に

行ってる方向でございまして、また、そのようなご利用をいただくように、我々はＰＲに

努めているということで、少しずつ増えていったとは言えますが、残念ながら、やはり利

用する方で本当に必要というようにご理解いただけないと売れないこともございますので、

右肩上がりという訳にはいっておりません。 
（委員） ありがとうございました。 
（分科会長） ほかに、どうぞ。 
（委員） 今の特許権収入とか、そういう外部から得られる収入を増やせないのかという

話で言うと、先ほどおっしゃったような、９ページのストレスを測るテストといったもの

が、例えばパイロット、管制官のみならず、タクシーの運転手さんとか、そういう広い場

面で使われるようになれば、非常に収益の機会が増える 
という期待がある内容かと思いますし、スマホでとおっしゃいましたけど、一般人の方が

持っていても、そういうことは何か使えるかと思います。楽しく使えるので、お金をもら
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えるのではないかとか、色々あると思うので、ぜひ安売りをしないで稼いでいただきたい

な思います。 
 また、滑走路上の異物などでも、前に自衛隊の視察をした時に、少し盛り上がったとこ

ろに乗り上げて、１個１個手で見るとおっしゃっていましたので、このようなことを、い

い技術があれば売れる可能性も、いろいろ基地がありますし、あるのかなという気がいた

しました。ぜひお願いしたいと思います。 
 それから、いろいろ非常に優れた技術、研究職の方がいらっしゃる伺ったのですけれど

も、ただ、非常に少ない人数で回していらっしゃるのも確かということで、こんな人がい

ます、こんな人がいますとおっしゃられた方は、お１人ということではなくて、スターが

何人もいらっしゃってやってらっしゃるという理解でよろしいですか。 
（電子研） ありがとうございます。私どもの研究所についてご理解いただけるように考

えていただいて、大変ありがたいと思います。 
 今、２回目のご質問につきましてですけど、サッカーではございませんが、スターにな

る選手が１人いて、ほかはその他大勢ということは決してございません。当研究所では、

大変重要と考えておりますのは、やっぱり研究グループを作って、その中で、それぞれの

者が得意な部分を活かして、そして、よいものを作り上げるということに力を入れており

ます。それが一番重要だと考えております。 
 したがいまして、幾つかのそのような研究グループがございまして、それで例えばレー

ダーを作るとか、あるいは、先ほど述べましたヒューマンファクターの研究をするとか、

あるいは航空管制に関わる研究をするとかをやっておりまして、大ざっぱに言いまして、

１０、１５とか、そういうグループはございます。 
 ですから、課題は、それらのグループをいかに活性化して、そして、またニーズに沿っ

た研究を適切にできるか、そういうことについて、我々がやれる、やりやすいような環境

を作る、あるいは、そのための情報提供をするのが重要と考えております。 
 したがいまして、スター選手がいてというよりは、むしろ、みんなの努力で今結構いい

線になってきたというようにご理解いただけるとありがたいと思います。 
（委員） やはり研究所ほかにも、ほかの省庁の研究所等も拝見しますと、結構偏った方

が幾つも論文を出してらっしゃるとか、そういうことが多いように見受けられますが、ぜ

ひグループでやられて若い方のレベルの底上げとか、先に続く研究所の組織を作っていた

だきたいなと思います。 
 それから、マンガを作られたということで反響があったという、お問い合わせがあった

ということでしたけれども、現実に視察にいらしたという、マンガを見た効果があってと

いうようなところは、見られたのでしょうか。ぜひ宣伝もしていただきたいと思ってるの

ですが、いかがでしょうか。 
（電子研） ありがとうございます。この漫画ができたのは、実は、この漫画を作るため

の活動は去年度やったのですが、できてきたのは実は今年度でございます。したがいまし
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て、今年度になりまして、例えば研究発表会とか、あるいは講演会とかで配って皆様に見

ていただくとともに、近隣の学校にもお配りしました。それでよい評価というか、反響が

あったのは事実でございますが、それを基に学校から見学というのはまだです。 
 ただ、そのような、現在高校、中学、小学校の生徒さんたち、学生さんたちが興味を持

って、このマンガだけではないのですが、結構多くの生徒さんにいらしていただけるよう

になったのは、私どもとしても大変励みになっておりまして、このマンガがさらにそれを

助けてくれることを祈っております。 
（委員） ぜひ、近隣だけではなくて全国に展開していただきたいと思います。 
 それから、ちょっと財務諸表のことで伺いたいんですけれども。 
 仮払金の内容は何でしょうか。金額がそれなりにあるんですけれども、去年よりは減っ

てはいるんですが。他の法人ですと、その他みたいなことで仮払いというのがあえて出て

きてるのは見ていないのですが、中身が何かを教えていただけますか。 
 それから、会計方針の中で、航空機が去年まで５年の耐用年数だったのが８年になった

というのは、新しい航空機が大きなものになったから耐用年数が延びたということかと思

いますが、それでよろしいでしょうか。 
 それから、たな卸資産の評価基準及び評価方法なのですが、原価法と書いてあるのです

が、独法の会計基準ですと低価法が原則かと思うところ、原価法になっているのは、どう

してなのかということと 
、平成２４年度は貯蔵品と未成受託研究支出金があったのですが、残高は今回ないものの、

期首には残高があったので、本来的には、その２つについても評価基準及び評価方法を開

示する方が適切なのかとは思ったのですが、いかがでしょうか。 
（電子研） ありがとうございます。 
 申し訳ございません。全部お答えできなければ担当の者に答えさせます。 
 まず仮払金の件は、外国旅費として出ていくものが、ここで計上されています。年度末

に出張とかが多かったもので出ております。 
（委員） 精算が遅れているとかではなく、通常のサイクルの中で、たまたま、またいで

しまっているということですか。 
（電子研） はい。またいでしまってるということです。 
（委員） はい、分かりました。 
（電子研） あと原価法につきまは、申し訳ありません、担当の者に説明させます。 
（電子研） 航空機につきましては、買い替えて若干大きな機種になりましたので、耐用

年数が延びております。 
（委員） ありがとうございます。 
（分科会長） ほかに発言ございませんか。 
 １点、先ほどの評価項目３で、空地を結ぶ技術及び安全に関する研究開発ということで、

ＣＥＭ値というようなことについて研究されたという技術的な側面のご説明は伺いました
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けれども、他分野に広げるという話も結構なのですが、管制官の労務管理に具体的にどの

ように使っていくかという研究は、どのようにされているのですか。 
（電子研） ありがとうございます。 
 現段階では、最後にご説明させていただきましたとおり、管制官の業務負荷、あるいは

業務というものを分析いたしまして、それで、どのような業務をやってるときに負荷状態

が大きいか、そういうようなことを実は分析するのに、思ったよりも時間がかかったとい

うのが正直なところでございます。 
 現在は、これと、先ほど述べましたＣＥＭ値との関連がありそうということが見えてき

たという段階でございまして、当研究を実施する２２年度から２５年度までの間に、そこ

らを明らかにして、そのための評価ツールができるというところまでは行き着かなかった

のが正直なところでございます。 
（分科会長） それから、もう１点。こういう調査だと、個人差が必ず出てくると思うの

ですが、この人はどう、この人はどう、と。そうすると、ある人にとっては非常に負荷が

大きいのだけど、別の人にとってはそうでもないというようなことが、色々出てくると思

うのです。だから、その辺の分析もかなり必要で、実際の勤務にこのシステムを反映させ

るのは、なかなか難しい面もあるのではないかと思うので、そういう研究というのは、ど

のように進められるのかというところなのですが。 
（電子研） ありがとうございます。おっしゃるとおりです。 
 今、先生がおっしゃったような、管制官といっても、例えば空港でタワーに上がって管

制する方もいれば、レーダーをずっと見ているような管制官もいらっしゃいます。また、

羽田空港のように、めちゃくちゃ忙しいところもあれば、それほどでもない空港もござい

ます。そしてまた、管制官といっても、年あるいは教育の環境とか年代によって違うとか

いうのもございまして、一概にすべての情報をまとめきるというのが、残念ながらできき

れませんでした。 
 じゃあ、これからどういう戦略を立てるかということなのですが、私どもが今後やろう

としてるのは、やはり全体を見渡せるように、ある程度多量のデータを集めて、それで、

平均的な情報を基にするような業務負荷の分析をするしかないというようなところに現在

行き着いてるというところでございます。 
（分科会長） ありがとうございます。安全に反映させようというと、そこまで行かない

と、本当はその研究のゴールに達しないんじゃないかという気がしましたもので、ちょっ

とコメントさせていただきました。 
 ほかに。はい、どうぞ。 
（委員） 評定のことについてです。先ほど、事務局から説明がありましたが、Ｓという

のは特別を意味するものであって、数が多くなることは想定されていないということです。

業務運営の効率化等に関して、Ｓは使わないかと思うのですが、それ以外のところは１つ

のみＡで他すべてＳということは、どのように受け取ればよいのでしょうか。よほど設定
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が甘かったのか、それとも、ちょっとよかったらＳをつけるということなのか、何かメリ

ハリがないと。このＳは本当にそうなのかどうかということが、説明を受けた中では非常

に分かりにくいです。 
 だから、そこがすごかった、だから、実績としてはまだ実用化には至ってないけれども、

よいきざしはあるという段階でも、期待を込めてＳをつけてらっしゃるのかなという気も

いたします。この評価は理解しづらいところがございまして、それについてご説明があれ

ばと思います。お願いいたします。 
（電子研） ありがとうございます。 
 この研究成果のところは全部Ｓがついてるというところは、ちょっとおかしいんじゃな

いかというご指摘は、私どもとしては、おっしゃるとおりとは言いにくいところがござい

ます。 
 なぜかと申しますと、私どもの研究は、重点研究だけでも１２くらい、去年度も実施を

いたしております。その中で、ここでご紹介させていただいたのは、私どもが考えこれは

本当に役に立つ、あるいは成果が著しいと考えるようなものを抽出して、ご説明をさせて

いただいております。ですから、何でもかんでも、ちょっとよかったからＳをつけようと

いうような安易な考え方では決してやっておりません。 
 私どもの立場から申し上げますと、私どもが当研究を実施するとき、研究の計画を立て、

目標を立て、それを実施していくうちで、これって素晴らしい成果だよね、ほかにも役に

立つよね、そういうものが出てきたときは、それを伸ばす努力をしないとだめだと思って

おります。その結果が、私どもが選んだこれらの課題でのＳでございます。 
 ですので、私どもは、いわばインフレ的に何でもＳをつけるという考えは決してござい

ません。 
 また、具体的に申しますと、例えば最後のところで外部資金の獲得など、これにつきま

しては、私どもは、私どものようなちっちゃな組織であれだけ努力をして、当初目標を大

きく超えるような成果を得たというのは、本当はＳでもいいと思っております。ですが、

それよりも、そのような獲得をするべく研究連携に努め外部との協力のもとにやったとい

うそこのところが大きいと思うので、そこで評価いたしました。 
 そこは是非ご理解いただけるとありがたく思います。 
（分科会長） 着実に実施しているということの範囲と、それから年度計画を著しく超え

るというＳの判断との受け止め方の違いがあるということなんですかね。 
 他にご発言ございますか。 
（委員） すみません。ご説明にはなかったのですが、国民的視線から見ると、マレーシ

アから北京に向かったあの航空機、ああいうことって日本では起きないんだろうか。その

ために研究所は何を考えておられるのかなということを、簡単にご説明いただければと思

います。 
（電子研） ありがとうございます。 
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 これは、飛行機が飛んでいる時にどこを飛んでいるかというような情報を、地上で、あ

るいはほかの飛行機でちゃんと見つけられるような状況にないと、ああいうことが起こり

得ます。 
 わが国の場合は、例えば、先ほどちょっと述べさせていただきました羽田からサンフラ

ンシスコに行くような航空機の場合、これの場合は、１５分に１回とか、長くても３０分

に１回ごとには、位置通報を衛星などを経由して情報を送っております。ですので、故意

にそういう情報を切る、そして、どこかへ逃げるとかしない限りは、そういうことは起こ

り得ません。 
 それからもう１つ重要なのは、あの件で、これは私の理解だけではございますが、実は

航空機からは、航空会社が航空機の情報のメンテナンスとかをするために、ＡＣＡＲＳと

いう特別な情報通信網を使って、航空機のいわば健全情報を送っております。そのＡＣＡ

ＲＳでも、実は飛行機が今どこを飛んでる、あるいは元気に飛んでるかどうか分かるので

す。 
 ですけど、そこも切られてしまうと、ちょっと難しいというのが正直なところかと思っ

ております。 
 ではどうしようかということを、ＩＣＡＯでも実は勉強が始まっておりまして、どのよ

うな状況でも、飛行機が飛んでいれば、それが世界で把握できるように、そのような情報

共有の技術を作ろうという、実はあの問題が起こる前にそのような認識がございまして、

先ほど述べましたＳＷＩＭという国際的に情報を共有する、そのような動きも、それに関

わるものでございます。 
 したがいまして、滅多に先ほどのマレーシアのような件は起こらないとは考えますが、

ただ、先生のおっしゃるような趣旨で、悪意をもってやる気になれば、それを現状で完璧

にするのは難しいかと思います。 
（委員） では、それに対応しようとされているＩＣＡＯではなくて、国内でもそういう

ことをやろうとお考えになられていますか。 
（電子研）  
 現在、飛行機で得られるＧＰＳの情報から、飛行機がどこを飛んでるかの情報、これを

常に放送するような技術ＡＤＳ‐Ｂというような技術がございますが、このような技術を

できるだけ早く使うことによって、少しでもそういう航空機がどこを飛んでるかの情報が

広く、かつ簡易に分かるように発展をさせようということと、今述べましたように、ＩＣ

ＡＯなどで、そういう行方不明になるようなことについて、どう対応するかといった会議

にも、これから積極的に参加をしていこうと考えてるところでございます。 
（委員） ありがとうございます。 
（分科会長） ほかに発言ございますか。 
（委員） 非常に規模的にそんなに大きくない研究所で、非常に精力的に研究されていて、

その成果がＩＣＡＯに反映されたり、いろいろ国際的に評価されたり、そして外部資金に
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つながったりということなんだと考えます。 
 ただ、やってる研究の内容としまして、非常に精度が必要、先ほど分科会長からもあり

ましたように、安全性を確保することと精度が必要ということで、常に実用化のみならず、

そこを上げるための努力をされているものだと考えています。 
 今までよりも、論文の数も増えて出席する国際学会も増えてるとは思いますけれども、

基本的な論文の質とか研究の質につきまして、もちろん、それがいいから実用化され外部

資金ってつながってるのは分かるのですが、自身としましては、やはり質というものを常

に精査いただいて、例えば６０件に増えた論文がどういうところに投稿されどういう評価

か、そういうところも若干、後日でけっこうですので、ご説明いただいたり、広報にして

いただければ、より分かりやすいかと思います。 
 あともう１つ、このマンガなのですが、私たちには非常に面白く分かりやすいと思いま

す。ただ、もっと子供向けであれば、もう少し易しいほうがいいかな、高校生向けなら、

もうちょっとかっこいいほうがいいかなと思います。次回のものを、また期待させていた

だきたいと思います。 
 以上です。 
（電子研） ありがとうございます。 
 おっしゃるとおり、このマンガにつきましては、次回版も検討させていただきたいと思

いますので、ご指摘ありがとうございます。 
 それと、先生が最初におっしゃった論文のことでございます。これは、おっしゃるとお

り、研究所として生きていくためには極めて重要なものと考えております。研究の質、あ

るいは論文の質を上げるために、当研究所では、格段の努力をしているつもりでございま

す。例えば、ほかの先生からご指摘がありましたように、グループ化をやっているという

のも、実は、作られた研究、論文の原案とかを、やっぱり関係の者で手回しで、何か抜け

があるか、あるいは矛盾がないかとかを見るような努力を常にやってる、一種のピアレビ

ューみたいなものは常にやってるということでございます。 
 それとともに、やはり実際にそのような論文を書くときに課題になるような様々な問題

が的を射ているものかどうか、そのようなことも実は重要でございますので、行政の要望、

あるいは企業での要望、そういうものを適切につかみ、そして、それに対してちゃんとし

た答えになってるようなものを出せるように努力をしております。 
 そういうことを含めて、サイエンスの論文ではございませんものですから、作ったもの

がお役に立つ、そしてまた、分かりやすくなるように、われわれとしては努力をしており

ます。ご期待に沿えるように今後もしたいと思いますので、是非よろしくお願いいたしま

す。 
（分科会長） それでは、時間となりましたので、質疑を終わりにしたいと思います。 
 そうしましたら、次回の分科会における審議方法について、事務局から説明を申し上げ

ます。 



21 

（事務局） 今回、委員の方からご質問のあった事項について、少しご説明をいただける

のであれば、後日、資料として各委員にお届けできるように研究所側の対応をお願いした

いと思います。 
 それから、各委員の事前評価を、昨年度と同様に事務局にて集計をした後、各評価項目

につきまして、８名の委員のうち６名が同じ評価となった場合には、評価を確定。それ以

外の項目につきましては、８月８日の分科会で研究所から再説明の上、再審議をもって評

価を決定することにさせていただきます。 
 再審議の項目につきましては、７月２３日水曜日を目途に、研究所にお伝えしたいと考

えております。 
 以上です。 
（分科会長） それでは、電子航法研究所につきましては、これで終了させていただきま

す。 
 どうもありがとうございました。 
（事務局） 次は、交通安全環境研究所につきまして、１０分ほど休憩を取ったあと、同

様に行いたいと思います。 
（委員） すみません。事務局に質問なんです。もし時間内に質問ができないまたは、あ

とで見たときに疑問がある場合、メールでお送りすればよろしいですか。それは、いつま

ででしょうか。 
（事務局） 締め切りは、またメールでお知らせしますので、何なりとご質問いただけれ

ばと思います。 
 

（電子航法研究所 退室） 
 

（交通安全環境研究所 入室） 
 
（分科会長） それでは、交通安全環境研究所の２５年度の業務実績、財務諸表のご説明

ということで２５分、時間を用意しておりますので、質疑は、そのあと、まとめてやって

いくようにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
（交通研） はい。交通安全環境研究所でございます。 
 まず業務実績の報告に関しまして、資料７‐１を用いてご説明させていただきたいと思

います。 
 また別途資料７‐２としまして、その付属資料ということで詳細版をお付けしておりま

すので、適宜ご参照していただければと思います。それから、財務諸表関係のご説明をさ

せていただきたいと思います。 
 最後に、総務省の政独委の二次評価の視点がございますけれども、それにつきましては、

別紙３に改めてまとめさせていただいておりますので、お知らせいたします。 
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 説明させていただきます。 
（交通研） それでは、平成２５年度の業務実績報告をさせていただきます。 
 私ども交通安全環境研究所の使命、機能、組織でございますけれども、公正・中立な自

動車審査機関という行政執行事務、それからリコールに係る唯一の技術的検証機関という

行政執行事務、それを支える研究と、この３種類の業務分野からできてございます。 
 特徴的なのは、約１００人の中でこの業務を回しているということで、研究関係が、交

通システム、自動車安全、環境という３領域で、約４０名の正規職員で実行してございま

す。行政執行の自動車審査、リコールに対しては、約４４名の人数で実行してるというこ

とでございます。そして自動車の基準認証国際調和関係、鉄道認証関係は、これらの研究

領域、審査部関係からの併任で構成してございます。約１００人の正規職員で実施してい

るところでございます。 
 本日評価していただく項目につきましては、全部で１５項目ございますけれども、その

中で、まず研究に関しては、質の高い研究成果の創出ということで①から⑤、それから、

それらの研究の成果の活用といったことで⑥、審査、行政執行に関しましては⑦、⑧のリ

コール関係、それから自動車の基準、鉄道の規格関係が⑨、⑩、それから業務運営の効率

化等に関するものに対しては⑪から⑬、さらに予算関係で⑭、⑮、以上の１５項目の項目

で成果を述べさせていただいて、評価を受けさせていただきたいと思います。 
 まずは、研究関係でございます。質の高い研究成果の創出ということで、１つ目の自動

車にかかわる安全・安心の確保についてでございます。 
 これにつきましてはＳ評価とさせていただいてございますけれども、それにつきまして、

すべて基準化への進捗度というところで、一番右に達成すれば規格案、基準案に貢献する

と。今年度は、まだ中期の３年度目でございますので、年度計画についての進捗をここま

で赤で記しまして、それで実際の進捗度をオレンジで入れてございます。この自動車にか

かわる安全・安心の確保につきましては、全部で１２課題挙げさせて実行してございます。

自己評価をＳとさせていただいてございますが、その具体的な例を幾つかご紹介、成果例

を幾つかご紹介させていただきたいと思います。 
 １つ目は、前面衝突試験方法等の衝突安全に係る調査でございます。これは、ＷＰ２９

／ＧＲＳＰといわれる国連の専門家会議で実施されている前面衝突試験法の改定作業に関

しまして、交通安全環境研究所の研究領域で、シートベルトの位置によって前面衝突の変

位が特定できる、正確に測れるということを実験、シミュレーション等で解明いたしまし

て、それを国連の委員会に報告したということで、大きな成果が上がったというふうに判

断してございます。 
 ２つ目が、電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の安全確保に関する研究でござい

ますが、これにつきましては、大容量蓄電装置、すなわちリチウムイオン電池ですとか、

そういったものを搭載した自動車の衝突安全性に関する基準策定に関しまして、私どもの

研究領域で、例えばリチウムイオンセルの熱暴走連鎖試験等を通しまして、大容量蓄電装



23 

置の落下安全性及びコンポーネント試験方法、こういったものの試験方法の策定に協力し

てございます。 
 ということで、国際基準制定・改正への資料作成提出をしたということで、Ｓを書かさ

せていただいてございます。 
 さらに具体的な成果例、続けて述べさせていただきますと、衝突回避・被害軽減ブレー

キシステムの試験方法、性能定義及び効果評価手法の提案でございます。 
 これは、近年普及が著しい自動ブレーキ、アイサイトとか障害物を検知して止めるブレ

ーキ装置ですが、開発が非常に進んでいる中で、どのように評価をしていいのか、試験法

をどのように組み立てればいいのかというのを研究領域で研究いたしまして、昨年度まで

の止まったダミーに関する評価方法に加えまして、２５年度は、歩行者が動くダミー、そ

れからミリ波レーダーに対応できるダミー、そういったものを開発して、より有効な試験

法を提案し、かつ２５年度は、その評価方法を提案したということです。この成果という

のは、日々進歩する自動車の技術に関して的確に対応して、ただちに試験法・評価法を提

案したということで、計画よりも早い進捗があるということで、Ｓ評価の例とさせていた

だいてございます。 
 次が、ドアミラー代替としてのカメラモニタシステムに関する研究でございますが、こ

れは、現行規則では、ドアミラーの代わりにカメラモニタシステムというのが認められて

ございませんが、私どもの研究領域で、実験を通してドアミラーと同じぐらいの効果を発

揮するカメラモニタはどういったものかという要件を、実験等を実施いたしまして、国連

の会議に報告・提案をしてございます。これも、ドアミラーの技術開発が自動車分野は非

常に進んでるんですけれども、それに的確に対応して、計画よりも早い進捗で成果を報告

したという例でございます。 
 以上のことで、１１ページに、Ｓ評価として日々進歩する自動車技術に対して計画段階

でも早めに進捗をしてるということで、１つの大きな成果、それから国際基準調和に大き

く貢献したということでＳ評価とさせていただいてございます。 
 ２つ目の研究関係が、自動車にかかわる地球環境問題の改善でございます。これは排ガ

スとか騒音の研究でございますが、全部で１３課題ございます。これもすべて実施状況に

あるということで、Ｓ評価とさせていただいてございます。その具体的な成果例をご紹介

いたします。 
 まず１つ目が、軽・中量車国際調和試験法「ＷＬＴＰ」と呼んでるんですけれども、こ

れの規制値の検証業務ということで、世界統一基準試験サイクルを国内に導入する場合に、

どのような規制値が必要かということに関しまして、私どもの研究領域で現在行われてい

るＪＣ０８モードと、これから新しいＷＬＴＰモードの相関関係を実験データで示しまし

て、規制値の審議に上程されたということで、これも優れた業績だと評価してございます。 
 次が、大型車の排出ガス国際調和基準策定調査でございますけれども、これも、世界統

一車上故障診断装置、ＷＷＨ‐ＯＢＤというものがあるんですが、この導入に当たって、
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閾値をどのように設定するかということが、ヨーロッパから提案されてございます。それ

に対して私どもが独自に調査をいたしまして、そのデータをもって、ヨーロッパの閾値で

いいかどうか、そういった検討をいたしまして、それが妥当であるという判断をいたしま

して、これも国連の会議に提案してございます。 
 ということで、国連の会議の場に、私ども実験結果を提案して、それを反映させたとい

うことで、優れた実施状況にあると判断してございます。 
 さらには、尿素ＳＣＲ車の排出ガス性能の実態調査等の検討に関する業務でございます

が、これは、尿素ＳＣＲ車の排出ガス性能がＮＯｘの浄化性能が劣化するということが分

かりましたので、その劣化に関する原因を究明して、その対策を提案して、それを検討会

で公表したということで、これも優れた実施状況にあると判断してございます。 
 最後に、ハイブリッド車等の静音性対策における基準化項目の定量化及び適切な試験方

法の調査でございますが、ハイブリッド車あるいは電気自動車というのは、低速では電気

モーターで走りますので、ほとんど音が聞こえない。ですから、耳の不自由な方には車の

接近が分からないということで、車から接近音を出して、耳の不自由な方に知らせると。

その接近音の例えば音量ですとか周波特性、これがどういったものがいいかということを

私どもの研究所で研究いたしまして規定して、その試験法を提案して、それを体験会を通

して技術検証を行ってございます。その結果が、国連のインフォーマル会議の場で基準案

として提案されてございます。 
 といった形で、国の政策への貢献、国際基準調和に大きく貢献したということで、Ｓ評

価とさせていただいてございます。 
 ３つ目の研究成果でございますが、これは、自動車にかかわる地球温暖化の防止関連で、

燃費あるいはエネルギー関係の研究でございます。これは着実に実施してるということで、

Ａ評価とさせていただいてございます。幾つか、成果例をご紹介いたしますが。 
 大型ハイブリッド車におけるＨＩＬＳでのコールドスタート試験対応に関する研究です。

これは、次期重量車の排出ガス試験法の大型ハイブリッド車適用に当たって、コールドス

タート、要するに暖気運転してないところからのスタート試験、これについて、ＨＩＬＳ

という実機とシミュレーションを用いた試験法に適用する新たな評価手法を研究領域で提

案して、それがやはり国連の場に上程されてございます。 
 次が、重量車搭載用エンジンの燃費測定法に関する調査でございます。これも、新しい

次期重量車の燃費基準の策定に向けて、ヨーロッパの試験法の提案と現状の日本の試験法

の提案を、私どもの研究領域が試験をしまして比較をしまして、その補正方法等を提案し

たというところでございます。 
 ３つ目が、電動車認証試験法の高度化に関する研究でございますが、現在、電気自動車

とかバッテリーの審査というのは、バッテリーが枯れるまで走らせて燃費を測ると。です

から、普通の１つの審査に８時間ぐらいかかると。それを時間短縮を、同じ効果を持って

時間短縮をするというのを研究領域で研究いたしまして、８時間かかったのが２時間１０
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分ぐらいでかかるような試験法を提案したところでございます。 
 ということで、ここの研究につきましては着実に実施してるということで、Ａ評価とさ

せていただいてございます。 
 次は、鉄道関係の安全・安心の研究でございます。これも着実に実施しているというこ

とでＡ評価とさせていただいてございまして、全部で１２課題実施してございます。成果

の幾つかをご紹介させていただきますが。 
 まず、気動車の出火原因調査ということで、これは、ＪＲ北海道でいろいろなトラブル

が起きてますが、その中の１つで、気動車の配電盤が燃えたという事故がございます。そ

れにつきまして国土交通省からの依頼を受けまして、交通研が第三者としてその原因を究

明して、その対策を提言して、その提言を国交省に上げて、北海道さんも対策をとったと

いうことで、１つの成果として挙げてございます。 
 それから２つ目が、鉄道車両における磁界測定手法に関する研究でございますが、これ

は、交通研が提案した磁界測定手法が国際規格になりましたが、その国際規格にのっとっ

て実際に測定をして、今度は評価方法を提案したというところでございます。 
 ３つ目が、新しい車両設備にかかわる安全性評価の標準化に関する研究でございますが、

私どもの交通研が、平成２４年の９月に認証機関になりました。認証機関が認証を行う際

に、安全性評価というのが重要になってくるんですが、この安全性評価を国際規格にのっ

とった安全性評価指標というものを交通研で開発して、それによって行うということで、

安全性評価の標準化を出したということで成果として挙げてございます。着実に研究を実

施したということで、Ａ評価とさせていただいてございます。 
 次は、陸上交通の安全・環境に係る分野横断的課題への対応ということで、これはＳ評

価とさせていただいてるんですが、その理由は２つございます。 
 １つは、音及びＩＴ技術を活用した歩車間通信に関する研究ということで、これは、音

という環境分野と通信という交通システム分野の横断的な研究成果でございますが、スマ

ホを持って自動車と歩行者がそれぞれ通信をしながら、自動車が四つ角に来てるとか、あ

るいは歩行者が四つ角に来てる、そういったことを知らせるということをプログラムを組

みまして、公道での実験を行いました。 
 ２つ目が、ＩＴＳ技術を用いた路面電車‐自動車間通信による安全性向上に関する研究、

これは、鉄道分野と自動車分野という分野横断的な研究でございまして、第５期のＡＳＶ

プロジェクトの通信利用型の運転新システムというのを自動車と路面電車に積みまして、

それぞれが双方がデータをやり取りして、例えば路面電車が来てるよということを自動車

の運転手に教えるとか、自動車の運転手には、路面電車が来て、もうすぐ接近してる、そ

ういったことを通信をしながらやる、その通信の開発を交通安全環境研究所が、東大・マ

ツダ・広電との共同実験として実施いたしまして、２０１３年の１０月のＩＴＳ世界会議

東京のポストコングレスツアーとして、広島で実験して成功裏に終わりまして、実用可能

性を示したということで、大きな成果が上がったというふうに判断してございます。 
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 この自動車‐路面電車‐歩行者を通じたＩＴＳ実験というのは世界でも初めてというこ

とで、世界から非常に高い評価を受けてるということで、それを成功裏に終わらせたとい

うことで、これは交通研ならでは、自動車、交通、歩行者、それぞれ研究をやってるとい

う交通研ならではの成果だということで、Ｓ評価とさせていただいてございます。 
 ６番目が、質の高い研究成果の創出の中で、今まで１から５で挙げた研究成果を、どの

ように活用していくか、反映させていくかということでございます。 
 これは着実に実行したということでＡ評価とさせていただいてございます。産官学連携

による技術開発も着実に行いましたし、検討会、論文発表件数、基準化の検討課題、これ

も例年並みに実施してございます。ということで、Ａ評価とさせていただいてございます。 
 ７番目から、これは、次からは行政執行分野でございます。 
 まず７番目は、自動車等の審査業務に係る確実な実施に関しましてですが、これも審査・

型式数を見ていただきますと３０００件弱、毎年同様、着実に実施してございます。 
 自動車の審査というのは、審査部のＴＲＩＡＳという試験手順をとってやるわけですけ

れども、先ほどお話ししたように、どんどん自動車の技術が進歩してる中で、審査も今ま

でどおりではできないものですから、ここに、２７ページに書かれてますように、基準の

新設・強化に対して、着実に審査項目も増やせて、それで実施をしてるということでござ

います。 
 着実に実施するために、審査職員の能力向上として専門の技術者を採用したり、それか

ら、メーカーさん等の申請者のニーズを把握して、施設審査方法にかかる改善を昨年度は、

２５年度は１０件実施してございます。 
 それから研修制度、業務習熟研修とか英語研修、これを年間４０回程度、実施しており

ます。 
 それから最先端技術に対応・対抗するということで、研究領域と連携を図って、研究段

階から審査部の職員がこういう新しい技術の習得を得るというような形で、着実に実施し

ているということで、Ａ評価とさせていただいております。 
 ⑧の自動車のリコールに係る技術的検証の実施でございますが、これにつきましてはＡ

評価とさせていただいてまして、着実に実施してるという評価でございます。 
 ３０ページに成果の概要を述べてございますが、技術検証件数が３１０件、例年より若

干減ってるんですが、これにつきましては、国土交通省による重要事案検証の重点化を進

めた結果で技術検証数が減ってございますが、その分、技術検証がリコール届につながっ

た件数、リコール届出内容の審査に活用された件数は、増えてございます。ですから、実

際のリコールに当たった件数としては効果が上がってるということです。 
 それから検証実験、現車調査も、例年どおり実施して着実に実施してると。 
 着実にリコールを検証しただけではなくて、自動車工業会ですとか日整連、そういった

ところの情報誌等にその成果を公表して、一般の方に、あるいは事業社さん、ユーザーさ

ん、それから整備事業者さんに周知してる、あるいは国土交通省のホームページでリコー
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ル検証の結果を周知してるというような形で、活動も続けております。ということで、評

価としてＡとさせていただいてございます。 
 それから⑨、⑩、これは自動車の基準関係、鉄道の規格関係でございます。 
 自動車の基準関係につきましてはＳ評価とさせて、優秀な実施状況、優れた実施状況で

あると判断してございます。 
 その根拠といたしましては、国際会議の出席体制を強化いたしまして、２５年度は９３

名、２４年度に比べて１．６倍、国際会議に出席しております。それから基準の原案作り

に参画する体制を強化して、２０の国際基準原案作成作業グループに、延べ６４名参加し

てございます。 
 このように参加した人数も増えてるんですが、私どもとしては、国際基準調和に関しま

しては、議長職とか事務局、副議長、それを取ってイニシアチブを取っていく、交通研が

得られた研究成果をもって参加するだけではなくて、議長職それからリーダーになって、

それを自ら議場を作っていくということを、テーマに挙げてございます。２５年度は、従

来の７名に加えて、新たに４名議長職を取ってイニシアチブを取ったと判断してございま

す。 
 その具体的な例が、３５ページにございますように、４つのＧＴＲの世界統一基準及び

共同決議の成立に貢献してございます。と同時に、交通研の研究成果を国連のウェブで公

開するような活動もやってございます。 
 ということで、自動車の国際基準関係の活動に関しては、Ｓと評価させていただいてご

ざいます。 
 １０番目の鉄道の国際規格関係でございますが、これは、平成２４年の９月に認定機関、

認証機関に認定されました。２５年度は、それについて着実に実施したということでＡ評

価とさせていただいてございます。着実に認証証も発行し、認証審査を行うとともに、現

在も、２５年度から６件続けてやってます。ですから、継続性として着実に実施してると

判断してございます。 
 さらに、鉄道の場合は基準ではなくて規格なんですが、国際規格につきましても、年次

総会、それからアドバイザリーグループ、マネジメント会議という上部会議に出席して、

日本の鉄道技術の国際規格化への貢献、国際エキスパート、国際主査として、日本の技術

の国際規格へ貢献してるということで、Ａ評価とさせていただいてございます。 
 それから次は、３８ページの１１番目の横断的事項、これはロジ的なところです。業務

運営の効率化に関するところ、これも着実に実施したということでＡ評価でございます。 
 冒頭申し述べましたように、交通安全環境研究所は人数が少ないものですから、効率的

に実施するためには、各領域、部で併任をかけながら効率的に実施すると。それにつきま

しては、役職員が１００名しかいませんから、イニシアチブを取って所議、研究企画会議、

所内フォーラムを実施するということで、これも例年どおり実施してるということで、Ａ

評価にしてございます。 
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 また、研究発表会、業務処理の効率化、これはあとで別紙３、必要があれば見ていただ

きたいんですけども、電子化等も行って、着実に横断的な事項を実施してございます。と

いうことでＡ評価でございます。 
 １２番の各業務の効率的推進に関しましては、これは受託研究につきまして、平成２５

年度すべてで７６件、５億１５００万円の受託の研究を受けてございます。これは例年よ

り若干多いんですけれども、確実に受託研究を実施してると。 
 その根拠となる私どもの主要設備、６０％以上の稼働率を持ちまして、無駄なく設備を

使いながら受託研究を実施してるということでございます。 
 さらには、人材確保それから研究者の育成につきましても、客員研究員を２９名招聘し

たり併任をやっておりますし、私どもでいつも言うものなんですけれども、研究職員１人

当たりの発表件数が３．５件、１人当たり４件、年間発表してるということで、各個人の

育成が順調に進んでるんじゃないかということで、あるいは６件の特許出願を出してると

いうことで、これもＡ評価の根拠とさせていただいてございます。 
 それから、自動車等の審査業務の効率的な推進につきましても、自動車試験場は熊谷に

あるんですけれども、調布試験場からの出張を減らして、熊谷で対応できるような人材育

成を行ったり、それから先行受託ということをやりまして、効率的な審査を実施してござ

います。ということで、各業務の効率的推進は、Ａとさせていただいてございます。 
 １３番でございます。外部連携の強化でございますが、これは、従来は、着実に実施し

たということでＡとさせていただいたんですが、今回はＳとさせていただいております。 
 この理由は３つございます。 
 １つは、諸外国の研究機関との研究連携の強化の中で、「ＢＡＳｔ」と呼ばれるドイツの

連邦道路交通研究所と研究協力に関する覚書を締結したと。この研究所は欧州の基準作成

に大きな影響力を持つ研究所でありまして、そこと覚書を結んだということは、今後の国

際調和に適切に対応する体制を構築できたということで、Ｓ評価の１つの根拠とさせてい

ただいてございます。 
 それから２つ目の根拠ですけれども、ＩＴＳ世界会議２０１３東京におけるデモの実施

です。先ほど、広島でと申し上げました。広島に関しては、研究としてプログラムを開発

して実験したんですけれども、東京に関しましては、国交省が主導している産官学連携プ

ロジェクトであるＡＳＶ推進検討会の中で事務局として参加いたしまして、東京でのＩＴ

Ｓのデモに関して企画立案、事前準備、デモの運営、アンケート集計、こういったものを

実施したということで、これが２つ目。それで成功裏に終わったということで、大きな成

果とさせていただいてございます。 
 ３つ目が、自動車と審査に関する国際連携の強化でございますが、これにつきましては、

審査部は先ほどから言った審査方法にのっとってやればいいというのが従来でしたけれど

も、相互承認、相互認証なんかに加えまして、そういうグローバル化に対応するために、

審査職員が国連の会議に出るだけではなくて、副議長職も取る、それから今後重要になっ
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てくるアジアに関して官民共同フォーラムですとか専門家会議に出席するということで、

これも非常に大きな成果を上げたということで、Ｓ評価とさせていただいてございます。 
 残りが予算関係でございますが、予算につきましては、運営費交付金の執行率が９０．

４％、それから年度末において１００億以上の利益剰余金は計上してないということで、

これも着実に実施してるということで、Ａ評価とさせていただいてございます。 
 それから、施設及び設備に関する計画、自動車アセスメント事業の移管準備関連でござ

いますが、これも着実に実施しておりますし、人件費につきましては、十分削減を行って

るところでございます。 
 自動車アセスメント事業の移管につきましては、閣議決定で、この事業が引き続き、自

動車事故対策機構で行われるということで、検討は終了してございます。 
 以上、まとめさせていただきますと、国民に対して提供するサービス、研究部門、それ

から行政の執行に関しては、すべて目標を達成したというとともに、研究領域が３件、自

動車の基準、外部連携２件、計５件、目標以上の成果を上げたということで評価させてい

ただいてございます。その他につきましても、すべて２５年度の計画を十分に達成したと

いうことでございます。 
 業務実績報告については、以上でございます。 
 では、財務諸表の説明を。 
（交通研） それでは、財務会計状況について、ご説明したいと思います。 
 資料の右側に交通研資料‐０９番という横表があると思いますが、それに基づいて、ご

説明をしたいと思います。 
 まず最初に、今回の財務諸表の作成に関しましては、独法会計基準等に基づいて財務諸

表を作成しているわけですが、既に当初の監事及び会計監査人のほうから、適正であると

の意見をいただいておるところでございます。 
 それでは２ページ、簡単にご説明します。貸借対照表でございます。当所におきまして

は、一般勘定と審査勘定、２勘定ありますが、それを合計したものが、この表の貸借対照

表になってございます。 
 資産の合計といたしまして１６０億円余になってございます。対前年度に対して約２０

億ほどの増でありますが、この主な要因は、未収金及び固定資産、これは建設仮勘定でご

ざいますが、増となっていることによるものでございます。 
 一方、負債・純資産の部でございますが、未払金と資産見返負債の増が今回、見合った

感じで、その数字を形成しております。 
 当期の利益につきましては、次のページの損益計算書において、ご説明したいと思いま

す。それでは、次のページを見ていただきまして、損益計算書につきまして、ご説明した

いと思います。経常費用２０億７１００万円でございます。前年度に比べまして３５００

万円の減となっておりますが、これは、減価償却費などの減によりまして３５００万余円

と、こういう形になってございます。 
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 一方、経常収益でございますが、運営費、交付金収益の増等によりまして、対前年度に

おきまして４６００万円の増となってございます。 
 以上、合わせまして、それと途中に書いてございますが、前中期受託収入で取得した資

産の減価償却等の取り崩しと合わせまして、ちょうど◎でございますが、前中期目標期間

繰越積立金特別取崩額、４８００万ございますが、これと合わせまして、当期総利益とし

て８５００万円計上となっているところでございます。 
 簡単ですが、以上でございます。 
（分科会長） どうもありがとうございます。 
 ただいまのご説明に対する質疑を行いたいと思います。はい、どうぞ。 
（委員） 私、今、他の省庁で排ガス関係のをいろいろ、規制とか、そういう話を主にや

ってるところに関係してるんですが、交通研におかれては、そういうのの、もう敏感に小

回りを利かせて、国際的な水準から、もういろいろおたくに助けていただいているという

ような関係で非常に感謝してるんですが、これはおべっかを言ってるわけじゃなくて事実

を申し上げてるんですが、この次はＰＭ２．５とか、またそういうようなのも出てくるん

ですが、早速そういうところの予測法についてもやっていただいておるということで。そ

れからあと安全なんかについても、最近特に力を入れてやっていただいてるということで、

かなりいい評価になるんだろうなというふうに、個人的には思っておりますが。 
 ただ、これ、いただいた資料で、例えば７ページ辺り、自動車にかかる安全・安心の確

保ということで言っておられるんですが、これの基準化への進捗度というふうにまとめて

あるんですが、こういうふうにまとめられますと、おたくで今までやってこられたような

先導的研究っていうことの重要性が、何となくちょっと分からなくなってくるということ

で、ひいて言えば、研究者の意欲にどうかかわってくるのかは分かりませんが、そういう

ことも十分考えていただきたいような気もするんですが、お考えはいかがでしょうか。 
（交通研） ありがとうございます。 
 ここに述べさせていただいたのは、私どもの研究そのものということで、国際基準ある

いは技術基準に資する研究ということで挙げさせていただきまして、先生がご指摘いただ

いたような先導研究というのは、競争的資金とか受託研究で実施してございます。 
 ですから、もし必要であれば、そういう研究の成果もできる。ただ、時間がないもので

すから、やはり基準ということを最初に挙げました。ここに挙げさせていただいたのは基

準の関係ですが、先導研究は競争的資金とか受託関係でやってございますので、またの機

会がありましたら、ご説明させていただきたいと思います。 
（委員） おたくはあれですよね、研究所だから、研究をやって、こういう基準やら何や

らを育てる、貢献していくっていうのは、これは非常に重要だということで、これは中期

目標かそういうところにもきちんと書いてあるんだと思うんですが、それだけじゃなくて、

やっぱり研究をするというところも、前からは言っておられたんですが、今回はそういう

ことだけおっしゃったんで、考え方をどういうふうに変えられたのか、それが、ちょっと
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私としては聞きたかったということでございます。 
（交通研） はい、ありがとうございます。 
 別に変えてるわけじゃなくて、やはり主務は基準関係ということですが、ここに挙げさ

せていただいてますように、研究者の発意として競争的資金を６件獲得してございます。

ですから、競争的資金というのは、要するに新しい先進技術ということでも採用、４０人

しかいない研究所で６件採用されてますので、先生の言ったことのマインドはちゃんと生

きてるというふうに、私は理解してございます。 
（委員） そうしますと、７ページに書いてあるような表では、これは研究といったよう

なものは、あまり関係ないっていうことではないと思うんですが。 
（交通研） はい。７ページに書いてある試験法とか評価法の研究と。 
（委員） ええ。ですから、それも研究レベルでも、きちっとやっとかないと、先は進め

ないわけで。そういうことも入ってるんですよね。 
（交通研） はい、そうでございます。 
（委員） だから、今のこの絵と、それからそういうことを両方含めて、研究に基づいて

実績を上げられるということだと思うんですが、よろしいんですね、考え方は。 
（交通研） はい、そのとおりでございます。 
（分科会長） どうぞ。 
（委員） ご説明ありがとうございます。研究の部分で幾つかお伺いしたいんですが。 
 国際的なインフォーマル会議での報告や提案をした、または日本の方針策定に貢献した、

あるいは定義及び効果評価手法の測定といった表現が、８ページと９ページ、１０ページ

というふうに続いていますが、これらは、提案したという活動のの重みと、会議での反響、

今後の業界あるいは技術に関する貢献という意味で、どの程度どような評価をいただいた

のか、ご説明いただけますか。 
（交通研） はい、ご質問ありがとうございます。 
 こういう例えば提案したとかっていうのは、国連の場で、要は資料として採用されたと

いうことが１つの大きな成果だと思ってございます。 
 ただ、すぐその成果が採用されて基準になるわけではないので、これは前、角座長から

もご指摘があったように、成果は上げますが、そこで議論されて基準になるのは数年後で

すということで、ここに挙げさせてもらったのは、研究成果として採用されたということ

で挙げたと。要するに、研究成果としても採用されないものは、ここには述べてないとい

うことで、成果として認められたということで、採用されましたと。そういう表現にさせ

ていただいてございます。 
（委員） すみません、ちょっと確認ですが。成果として採用されたということは、論文

で言えば、査読付論文がアクセプトされたことに相当するということですか。 
（交通研） はい。 
（井出委員） 採択率って、大体どのぐらいですか。 
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（交通研） 国際調和を担当しております。 
 国際会議ですので、論文の審査で採択率というような形はあんまりないんですが、日本

政府として出します、これは。ですから、日本政府として出すということは、様々な日本

の業界の了解も取っておりますし、当然、国交省の政策の方針にも沿ってるということで

出しますので、そこから先は日本と外国との力関係といいますか、そういうことになるわ

けです。ただ、日本政府としてまず、意見を言うだけの質の高い成果であったということ

を、われわれとしては強調したいというのが１つ。 
 そして、今の力関係で言えば、出せば、かなりほとんどのものが通りますけれども、そ

れはまた政治的な判断が加わるので、それが何割程度通るかっていうのは、ちょっと私、

今の段階では何とも言えないんですが、８割とか、そのぐらいの確率では確実に通るもの

だと思います。 
（分科会長） はい、どうぞ。 
（委員） 研究開発のことで、ちょっと個別の話になりますけれども、２点ほど教えてく

ださい。 
 まず、資料の９ページにある衝突回避・被害軽減ブレーキシステムについてです。これ

らは最近ものすごく普及をしていて、メーカーによって色々な方式のもの、ミリ派レーダ

ーのほかにも赤外線を使うものとかカメラを使って画像処理を行うものなどをすでに市販

しています。この資料によれば、ミリ波レーダーを使ったシステムの試験方法や評価手法

を提案したということですが、ほかの方式のものも含めてひととおり、評価手法はこれで

できたという理解で良いでしょうか。それとも、まだまだこれから検討すべき課題がある

という状況でしょうか。 
（交通研） 担当しております安全領域でございます。 
 ご指摘のとおり、非常に多くの課題がまだ残っております。それらをどのようにして評

価していくのが一番公正な評価であるか、また、それをどのようにお伝えしていくのが一

番正しい方法であるのか。まだ議論が、今現在続いてる状態であります。 
 われわれとしましては、それらのいろんな評価、それから今後出てくるであろう技術の

予測も含めて技術的なデータをリアルタイムにちょうどいいときに提供していくというこ

とを目的に研究を進めております。 
（委員） そうすると、この研究が評価Ｓというのは、まだ１つのミリ波レーダーへの対

応が可能になったという状況で、課題もあるようですけども、何だろう、どの辺が S 評価

に値すると理解したら良いのでしょうか。 
（交通研） ここでＳ評価をわれわれのほうから言わせていただいてますのは、今までの

技術はいいか悪いかだけだったんですが、ＡＥＢといわれるブレーキシステムの場合、わ

れわれが今、街中を走っている車をいろいろ調べましたところ、グレーゾーンが存在しま

す。止まったり止まらなかったり、同じ条件であったり、そういうのが原理的にそういう
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性質を持った安全装置であるということが１つ見えてまいりました。 
 そういうグレーな部分をどうやって定量的に評価すればよいかというのは、今までの評

価手法に、はわれわれの中ではあんまりなじみが薄い、なかった評価方法です。 
 それで１つの方法として、こういう確率的に評価するという新しい評価の概念を提案さ

せていいただいてます。全く新しい概念だということでＳ評価ということを、われわれの

ほうから希望させていただいております。 
（委員） わかりました。ありがとうございます。 
 それから、もう１つすみません、２１ページになります、ＩＴＳの実証実験のところで

す。路面電車と自動車の相互の通信ということで、横断的な課題に取り組んだ非常に交通

安全研究所らしい研究だし、世界に先駆けて実証実験をやったということは大きな成果だ

と思いますけれども、これもＳ評価ということなのですが、交通安全研究所がこの実証実

験で具体的にどういう役割を担われたのか、もう少し詳しいお話しをお聞かせいただけま

せんか。 
（交通研） ちょっと時間がなくて、ご説明できなかったんですが、次の２２ページにご

ざいますように、自動車は、自動車メーカーがＡＳＶの運転支援ソフトを積んでるんです

けども、鉄道のほうの積んだもののソフトと通信のやり取りはすべて交通研が開発して、

鉄道の運転士に支援するこの画面もすべて開発したということです。 
 ですから、自動車は自動車がもうやってますので。ただ、鉄道は今までＩＴＳって使っ

たことがないですから、それをプロトコルからすべて開発して、この表示で、これ実際に

その運転の画面の表示でございますが、運転手のところに画面と音で表示させるような自

ら開発したものでございます。 
（委員） そうすると、かなり技術開発の面で深くかかわった、むしろ官の立場で広島市

を説得したとか、そういう役割ではなくて、技術的な面、研究開発という部分でいろいろ

貢献されたということですね。 
（交通研） そうですね。具体的に私ども、鉄道の技術開発は鉄道総研さんにお任せして

ますが、こういった通信を使う、あるいは自動車技術を使うと、そういうところに関して

は、自ら鉄道事業者がやれない部分については技術開発をやるということにしてますので、

これはその一例かと思ってございます。 
（分科会長） ほかに何か発言ございますか。 
（委員） 先ほどから出てる８ページ目の前面衝突試験というのがありますけれども、非

常に素人的な発想で申し訳ないんですが、ベルトをして、それがつけ方によってどういう

影響があるのかというようなことは、素人からすると、そんな研究はやってて当たり前じ

ゃないかというような気がしてしまうのですけれども、それがあえて国連会議で発表、日

本政府として発表するとかっていうことになると、諸外国ではそういうことをしてないの

か、それとも、みんなが競争し合って早く結果を出して、日本がより先に出したというよ

うなものなのか、そういったところがちょっと、あえてＳというのを評価するに当たって、
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よく分からなかったということが、まず１点。 
 それから、ちょっと意地の悪い見方かもしれないんですけれども、４２ページの稼働率

というのがあるんですが、この稼働率というのは、どういうふうにカウントをしているの

か。ちょっとでも動かせばもう１日と数えるとか、そういう数え方がどのように考えてら

っしゃるのかなというふうに思ったので、教えていただけますでしょうか。 
 もう１つ、戻りますが３７ページで、昨年、認証の話というのは非常にスポットライト

を浴びた箇所だとは思いますけれども、ここで認証書発行２件、認証審査２件というふう

に出てるんですが、これが、どれぐらい期間がかかって、それが多いのか、少ないのか。

何となく、それは少ないんですかっていうふうに思ってしまうようなところはあるんです

けれども、そうなのかどうかが分からなかったので教えてください。 
（交通研） ご質問ありがとうございます。 
 まず、１点目の前面衝突試験法なんですけれども、従来、日本とかアメリカは、前面衝

突に対して加速度のＧと呼ばれる別の指標でやってたんですね。それに対してヨーロッパ

とかは変位、どれだけ動いたかと。 
 そうすると、どれだけ動いたかっていうと、シートベルトの位置によっては、全然動き

方が違う。じゃあ、どのようなシートベルトの締め方が一番いいんだろうかとか、そうい

うのをシミュレーションと実験でやったということで、要は、今までやってない新しい手

法を入れることに関して、私どもがその知見を最大限活かしております。ただ入れればい

いんじゃないんです、シートベルトの位置が違ったら全然その変位が違う、正しく測って

ないことになりますよ、この位置でこういう締め方で変位を測りましょうと。そういう提

案をさせていただいたということで、今まで、言うなれば誰も気づいてないところに気づ

いたということで、評価とさせていただいてございます。 
 それから認証関係でございますが、これは、日本で初めての鉄道の認証機関ということ

で、件数は先ほどちらっとお話しした、今でも６件から７件審査してるんですが、初めて

という、何て言うんですか、慣れないところもあって、２件でも十分多いといいますか。

ただ、だんだん慣れてくると増えてくるのではないかなと。大体、当初の見込みでは、１

件３か月ぐらいでできるんじゃないかと思ってたんですけれども、やはり最初ですから、

メーカーさんも資料が整ってなかったりそういったことがあって、結局２５年度は２件だ

ったんですが、これも別に件数が需要がなかったことではなくて、私どもまだ慣れてない、

お互い慣れてない中で２件だったということで、やり方としては十分、着実に実施したと

判断してございます。 
（交通研） 稼働率の件につきましては、基本的には日数ベースでカウントしておりまし

て、したがいまして、１日のうちでちょっとでも動かせばカウントされるんですけども、

実態としましては、実験をやる際に事前準備とか、あと実際の実験時間とか、そういった

前後のものは、すべてカウントしておりますので、実態問題として、ちょっと動かしてす

ぐやめるというのはないんですね。基本的にはずっと準備し始めて、ずっと占拠してると
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いうような状況をイメージしていただければと思います。 
（交通研） 私は研究出身なんですけれども、やっぱり設備を動かすというのは、やっぱ

りいろんなお金、準備かかりますから、いったん動かすと、逆に１日以上残業してやって

るようなことが多いものですから、そういうことも時間でやってしまうと分からなくなる

ので、日単位ということでさせていただいてございます。ですから、ちょっと動かしてや

めたっていうことはございません。 
（交通研） それと、いわゆる製造業の持ってる大きな設備で言うときの稼働率とちょっ

と必ずしも同じにはならないんですけれども、研究所の、あるいは研究機関の研究の設備

もかなり、電気を使ったりいろんなものを使う大がかりなものがあります。こういうもの

は一般論で言うと、必ず１年のうち何日かメンテナンスの日にちが取られると。 
 それ以外に、それとの間隔、間の問題とか何かいろいろあって、一般論として、そうい

う装置が１００％の稼働率になるということは、基本的にはほとんどあり得ないというふ

うにお考えいただいても、けっこうかなと。 
 だから、じゃあ、どれぐらいのフル稼働を実質フル稼働なんですかと言われて、そこは

お答えしにくいんですが、いわゆる、そういうほんとに実験なり製造のために動いてる時

間、メンテナンスのために必要としてる時間、その間にどうしても発生する動かせない時

間というのをいろいろ考えたりすると、１００という数字は、基本的にはもう実際はほと

んどあり得ないような数字だと思っていただいてよろしいんではないかと思っております。 
 その辺をお考えいただいて、この６０から７０％の数字はどういうものだというのは、

若干、人によって評価の仕方が違ってくるかもしれませんが、われわれ自身の理解として

は、まずまず本来の稼働率に近いところで、やれてるというふうには思っております。 
（分科会長） よろしいですか。 
 １点、これは単純な質問なんですけど、基準認証調和活動ということで国連の各機構で

いろいろ提言されたりしてるということは、よく分かったんですけど、全く違う話になる

んですけども、今、ＴＰＰ交渉とかいうのをやってますね。アメリカがアメリカ基準の車

を日本へ入れろっていうようなことを言ってるように新聞報道で聞いてるんですけど、そ

ういうことに対する貴研究所としては、何か技術的な発言をするということはないんです

かという質問ですが。 
 前年度の活動の中に、どの程度関与してるか、ちょっと計画にないことなので、お答え

にくいかもしれませんけど、関心があるので、お伺いしたいんですが。 
（交通研） 私どもの活動してる場は、このＷＰ２９のインフォーマル会議が主体でござ

いまして、ここはまさに専門家の技術的な議論をするとこを主体としております。 
 今、角先生がおっしゃったのは、もっと通商交渉の世界ですね。そういったものは、国

交省なり外務省が今一元的に対応しておりまして、どちらかというと、このＴＰＰ、非常

に政府の中で秘匿性の高い形でやってますので、私どもが主体的にかかわるということは

ないという状況であります。 
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（自動車局） 江角でございます。国交省内、自動車関係のＴＰＰ交渉も担当させていた

だいております。 
 マスコミでいろんな報道がなされておりますけれども、ＴＰＰに関しましては、守秘義

務がかかってて、外に言えないものですから、不確定な情報が記事になっているようです。 
 省内でも記事だけ読んでる人たちからは、自動車局大変だねって言われるんですけど、

実は、記事にあるような議論にはなってないんです。ＴＰＰ自体は、当然、食料品の関税

分野ですとか、もっと日本として非常にセンシティブな部分もあって、そちらのほうが今、

主戦場になってるという状況でございます。 
 自動車の基準認証分野については、アメリカと韓国ＥＰＡを結んだところでございます

けれども、アメリカは韓国政府に対して、アメリカ向けになってる車をそのまま丸飲みし

ろっていう要求を突きつけ、それを韓国政府が受け入れたという事実があるものですから、

それを敷衍して日本のマスコミの方々はいろいろ書いておりますが、そもそも日本政府は

国民の安全は一切譲らないというのが政府の統一方針ですし、菅官房長官も外務省も、対

外的には日本の安全は一切譲らないと言ってます。 
 ですので、日本としてはアメリカに言われたから、じゃあ、日本の安全基準を曲げるか

というような検討は、国内的に一切しておりません。あくまでも日本政府としては、国連

の場でグローバルに世界統一基準を作る、要するに国連の場での国際基準調和活動に専念

をしてるという状況でございますので、そういったわれわれの活動を、今、交通安全環境

研究所に一生懸命サポートしていただいてるという状況でございます。 
  
（分科会長） ありがとうございました。きちんとした対応をしておられてるということ

がよく分かりました。 
 ほかに委員の先生方から、何か発言がございますか。 
（委員） これは２５ページですか、研究論文の数が挙げられてるんですけど、国際学会

でジャーナル２件というのは、１００人を擁してる研究所では、ちょっと少ないかなとい

う感じがするんですけど。 
 それで、昨年、確か、けっこうあったんじゃなかったですかね。昨年比が出てないんで

すけれど。 
（交通研） 昨年比は、補足資料のほうで。 
（交通研） すみません。付属資料のほうで資料７‐２の７９ページに付けさせていただ

いております。 
（交通研） １７件で１００名というのは、研究者は４０名しかございませんので、４０

名で１７の査読付は十分かなと私どもは思ってございます。 
（委員） そうですか。 
（交通研） 研究職というふうに言える人間はほぼ半分、あるいは半分弱かなという人数

比率ですので、基本的に審査部、それからリコール技術検証部の部隊は、いわゆる行政執
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行業務そのものをやってるわけですから、もちろん機会があれば、そういうペーパーを書

くこともあるとは思いますが、基本的には、彼らはそういう行政執行業務で日々追われて

いますので、こういう例えば少なくとも査読付論文を出すような立場ではないし、そうい

う暇もないということで、研究者がほとんど出してるわけです。それで、この件数を多い

か少ないかというご判断をしていただくほうが妥当だというふうに思っております。 
（委員） 分かりました。 
（交通研） 査読付について、昨年度は国際学会で１３件というのは、プロシーディング

とジャーナル分けてないで１３件と。ご指摘で、プロシーティングとジャーナル分けては

どうかということで、今回初めて出させていただいたということでございます。 
（委員） そうですか、分かりました。 
 そういう意味で今回、この資料自体が、評価の仕方が横軸をつけられていて、基準化へ

の進捗度という形でつけられていて、オレンジ色と赤の、オレンジ色が突出している数で

もってＳを評価せいと。そういうようなニュアンスのように、それ以外のことがあるんじ

ゃないのって河野先生がおっしゃったのは、論文数というか多分そういう研究内容という

話になるのかなと思って聞いてたんですけども、非常に分かりやすくて、Ｓ評価の理由と

いうところもありますので、分かりやすくていいと思うんですけど。 
 はい、ありがとうございます。 
（交通研） ありがとうございます。 
（分科会長） 特にほかにご意見がなければ、時間も大体ちょうどになりましたので、こ

の辺で質疑を締めたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 
 そうしましたら、次回の分科会における審議方法につきまして、事務局より研究所のほ

うに、ご説明をお願いします。 
（事務局） はい。各委員からいただきます事前評価を事務局のほうで集計をしました後

に、各評価項目につきまして８名の委員のうち６名の同じ評価になった場合は、当該項目

の評価を確定させます。それ以外の項目につきましては、８月８日の分科会にて、研究所

から再説明の上、再審議をもって評価を決定いたします。 
 再審議の項目につきましては、７月の２３日水曜日をめどに、研究所にお伝えいたしま

す。 
 以上です。 
（分科会長） はい。それでは、交通安全環境研究所につきましては、これで終了とさせ

ていただきます。どうもご苦労様でした。 
 

（交通安全環境研究所 退室） 
 

（海上技術安全研究所 入室） 
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（分科会長） そうしましたら、海上技術安全研究所について、平成２５年度の業務実績、

財務諸表の説明をお願いするということで、初めに２５分間ご説明いただきまして、その

あと、まとめて２５分間、こちらの委員から質疑ということにさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 
（海技研） 海上技術安全研究所でございます。お世話になります。よろしくお願いいた

します。 
 本体とは別に、今日、こういう概要を用意させていただいておりますので、今日は研究

関係につきましては研究担当理事の千田から、それから、そのほかの事柄につきましては

企画総務担当の瀬部理事のほうから説明させていただきます。よろしくお願いします。 
（海技研） それでは研究所でございますから、研究の成果について、まず最初にご報告

をさせていただきます。私は、研究担当理事を務めております千田と申します。 
 資料７の５ページから始めさせていただきます。多少前後いたしますが、初めは５ペー

ジから。ページ数は、左上のところにある数字でございます。 
 海技研の重点研究というのは４つの分野に分かれておりまして、その４つの分野ごとに

順番にご説明をいたします。 
 まず、５ページのところからは、海上輸送の安全の確保でございます。中期目標として

は３つありまして、それぞれに課題があって全部で８つございます。いずれの課題も２５

年度計画を達成しておりまして、本日はこの中で◎をつけました特筆すべき成果について

のみ、ご報告をいたします。○印も本年度の目標を超えた成果が得られている課題ですが、

時間の都合で詳しい説明はいたしません。無印のものは、年度の目標を達成して着実に進

んでいるというものでございます。この分野の全体の自己評価としましてはＳとしており

ます。 
 それでは６ページから、個々の内容について、ご説明をいたします。 
 まず６ページですけれども、リスクベースの安全性評価手法というものについての研究

成果として、旅客船の火災時の避難シミュレーションの最新成果をご報告いたします。 
 国際海事機関ＩＭＯが定めております目標指向型新造船基準いわゆるＧｏａｌ‐Ｂａｓ

ｅｄ Ｓｔａｎｄａｒｄｓと申しておりますＧＢＳですが、これに基づく指針に沿いまし

て、リスクベースの設計を行う上で必要な旅客船における旅客の緊急時の避難状況、これ

を評価するシミュレーションを開発・改良しています。もともとビル火災を対象にした避

難シミュレーションが世の中にありまして、これをベースにして、船舶で特有の通路放送

ですとか、あるいは、さらに船体の動揺や傾斜の影響を取り込んで開発しました。船体傾

斜まで含めて評価できるシミュレーションとして、世界で初めてのものになります。 
 右の図は、その結果の一例です。上にありますように、船の前方で発生した火災の避難

の状況を赤い四角で囲った部分について示したものが、その下の２つです。上の図は、船

体が水平の場合でして、この場合は、階段室への入口がボトルネックとなって人が滞留す

るということを示しておりますが、これが傾斜しますと、この場合は右舷に３０度傾いて
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おりますが、下の図に示すように、左舷側の扉に行くということが困難になって、新たな

滞留箇所ができるというようなことが表現されています。こういった手法を使いまして、

この船の緊急時の避難の適否が評価できるようになります。 
 避難のベースとなる火災の進展ですけれども、ＣＦＰ計算をするんですが、大変時間を

要するということで、複雑な構造を持つ旅客船で起き得る様々な火災のケースを想定した

場合には、非常に時間がかかります。しかしながら、火災が発生した場所以外の変化が緩

やかであるということから、これを快適に計算できる二層ゾーンモデルに置き換えて、先

ほどのＣＦＰと合わせたハイブリッドのシステムを開発して、計算時間を大幅に短縮して

います。 
 こういった手法によって、実際の設計現場で使える現実的な火災進展避難シミュレーシ

ョン計算を可能とすることができます。こういった成果を今後、ＩＭＯに提案して、この

ＧＢＳの中に取り入れていく予定でございます。 
 次に７ページでございます。船体構造の検査・診断技術、これをわれわれが持っており

ますが、これを航路標識の診断に応用したというものです。 
 笹子トンネルの崩落事故を契機にしまして、公共施設の劣化診断が強化されております。

その一環といたしまして、海上保安庁の所管します航路標識の劣化診断技術の開発を急き

ょ要請されました。そこでまず、この航路標識の保全状態と腐食実態についての現地調査

を行いまして、問題点の把握をしております。 
 当所には、もともと船体の検査診断の技術の蓄積がありますので、それらをどう航路標

識に応用するかというところでございますが、劣化の診断方法とともに、腐食等による衰

耗の許容限度を与える診断基準、これを併せて示すことができました。 
 難しかった点としましては、海上で作業環境が悪い上、生物付着だとか、あるいは動揺

がある中で的確に診断できる方法を考案するということでありました。緊急案件で１年し

か時間がなかったということも難しかったところでございますが、最終的に、鋼材部分と

コンクリート部分のそれぞれについて、現場で適用できる診断方法と基準を示しました。 
 この手法は、海上保安庁で現在、試行として全国の海上保安官署で使ってみていただい

ておりますが、高評価であったことから、今後、正式採用されるというふうに伺っており

ます。 
 ８ページの上のところは、５ページで○と申し上げましたテーマの一部を簡単に紹介し

たものです。 
 右下にありますように、当所の研究計画・評価委員会、いわゆる外部評価委員会では、

世界初のシミュレーション、避難シミュレーションですとか、あるいは海上保安庁で実際

に使用できる検査方法の開発、それから、今ご説明申し上げませんでしたけれども、ハイ

ブリッド制御システムの中で、リチウム電池の安全性についてのＪＩＳ原案採用等をご評

価いただきまして、６人の委員の先生全員からＳ評価をいただいております。 
 ９ページでございます。次は、海洋環境の保全に関する研究成果をご説明いたします。
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ここも自己評価はＳとしております。 
 １０ページにありますように、海洋環境保全につきましては、まず温暖化ガス削減とい

う意味で、今、省エネルギーが、この分野の最大の課題になっております。本年度は、波

のある実際の海域を航行するような場合の省エネルギー技術、これは技術的にも、今後こ

ういう方向が重要になりますし、基準の意味からも、こういった形で実海域での省エネル

ギーを評価するようになってまいります。 
 まず１０ページは、革新的な水槽実験技術の構築例について、ご報告をしております。

実海域を航行しますと、波浪により抵抗が変化いたします。当て舵の影響が出たり、ある

いはプロペラ荷重が変動したりということで、そういった影響がエンジンにも波及いたし

ます。こうした状況を正確に再現するために、模型船に、エンジンに相当し、負荷変動に

対応するモーターを搭載した自航試験技術を開発したというものです。 
 これには大きく３つの技術が必要でございました。右側の図の上にありますように、抵

抗変化に対応するエンジンの応答をまず数学モデルで表現しております。次に右下にあり

ますように、このモデルに従って、モーター出力を制御できる模型船を開発しております。

さらに左下には、この模型試験では過大になりすぎます摩擦抵抗、水の抵抗を補正する補

助推力装置を取り付けております。これによって、波浪中の性能を正確に再現する画期的

な実験ができるようになりました。ハイブリッド化による省エネルギー、あるいはエンジ

ン系と連携した実海域での省エネルギー研究の基盤になりますとともに、波浪海象での操

縦性の問題など、安全性の評価のための実験技術としても、非常に貴重なものになります。

エンジン部門と水槽部門の協働による、われわれとしては画期的な成果であるというふう

に考えております。 
 次、１１ページでございますが、ＣＦＤ、いわゆる計算流体力学、これの実海域への発

展を進めております。 
 昨年、この席で、プロペラ、あるいは舵等の影響を正確に計算するために、重合格子法

という異なるメッシュの格子を重ね合わせる方法でございますが、これを開発したという

ことをご報告しております。 
 今年は、重合格子法を使って実際に回転するプロペラの計算ができるようになったとい

うことのご報告でございます。これによって、波浪中を航行する船舶のプロペラ推力の変

動を計算することができるようになりました。また、前ページの、先ほど申し上げました

実験と併せまして、実海域での動力制御、あるいは省エネデバイス、船型開発等の発展の

基盤となります。 
 実際、１１ページの下には、適用された事例を紹介しております。これも、昨年ご報告

しましたＷＡＤと申します省エネルギーのデバイスでございます。プロペラの前に円環、

下の図はそのうちの３分の１だけ表現されておりますが、円環を設置することで、プロペ

ラの効率を向上させるというものです。ここに、先ほど述べましたＣＦＤを適用するとと

もに、この形状を系統的に変化させた実験も行いまして、この形状を最適化いたしました。 



41 

 こうした研究を踏まえまして、これまで２つの船型であった実際の適用範囲を、７つの

船型に拡大しております。またその結果、２つの造船所で標準仕様に採用されるとともに、

１７隻に実装されるということが決定しております。 
 １２ページは、海洋環境保全のまとめでございます。革新的な水槽試験技術ＣＦＤの開

発あるいはＷＡＤの実船適用の拡大等をご評価いただきまして、外部評価委員会では、６

名の委員の先生全員からＳ評価という評定をいただいております。 
 次に１３ページで、海洋の開発でございます。 
 この分野では、海技研に与えられている目標は、海洋開発にかかる浮体の技術、船舶の

技術の応用ですが、浮体の技術に関連するもので、この分野の重要性が最近、とみに増し

てきておりますので、受託研究等の予算額も非常に増えている分野でございます。自己評

価をＳとしております。 
 まず１４ページでございますが、ここでは、天然ガス等の洋上プラントに関連する成果

でございます。 
 洋上の天然ガスプラントでは、ＬＮＧタンカーによる出荷の際に２つの浮体、つまりプ

ラントとタンカー、双方とも浮体でございますが、この相互作用が生じます。このため、

動揺とか係留貯蔵、移送ホースの挙動等が重要になって、これらを水槽試験を基にシミュ

レーションを構築いたしまして、洋上出荷オペレーションシミュレータとして登録をしま

した。さらに、これが国土交通省のオペレーションガイドライン、あるいはマニュアルに

反映されるという形で成果が記載されております。 
 もう１つ下のほうは、ロジスティックハブと称する中継用の浮体でございます。プラン

トが陸から遠距離の外洋域にある場合に、人や物資の輸送のために中間に中継用の浮体を

設置しますが、これによって効率的な輸送が実現できるというもので、現在、国土交通省

がその実現を目指している技術です。 
 プロジェクトの中で、海技研では実績のあります係留システム、船を係留するシステム

の設計を担当し、安全性の高いタレット係留方式の一種でありますタレットクラスター方

式というものを開発をしております。 
 さらに、陸上からこのハブに人や物資を輸送するためには、シャトル船、高速艇等です

が、ここで必要になるのが、そのハブへの離着桟です。ここでもやはり、２つの躯体の相

互作用の問題が出てまいります。特に着桟につきましては、引き込み索で補助をするいわ

ゆる引き込み方式というものを提案し、その索の強度あるいは引き込みの場合の制御等の

研究を行いまして、水槽実験によるシミュレーションで、その実用性が高いことを示して

おります。 
 次に１５ページでございます。こちらは、熱水鉱床の鉱物資源の開発に関するものでご

ざいます。 
 石油天然ガス・金属鉱物資源機構、ＪＯＧＭＥＣですが、この事業に協力しておりまし

て、採掘要素技術試験機を使いまして、走行、あるいは掘削、集鉱等の実験を行っており
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ます。掘削に伴う海底土の巻き上げによって濁度、濁りが増しまして、掘削状況が視認、

目で見づらいということを昨年ご報告しております。それに対して今年度は、ソナーのノ

イズ低減方法を考案しまして、こういう濁度のある、つまり懸濁物のある中で距離を測定

する技術を開発しております。 
 また、鉱石のスラリーを海上に引き上げる、揚鉱と申しますが、揚鉱技術の課題の１つ

であります、揚鉱管の内部摩耗問題につきまして、そのページの真ん中辺りにあります写

真にあるようなモデルの実験装置を製作しまして、データを集積して、材料だとか、ある

いは配管形態と摩耗との関係の基礎的なデータを得ております。 
 １６ページにありますように、海洋開発につきましては、もう１つ浮体の洋上風力発電

というのがございます。これは、昨年度詳細にご報告いたしましたが、五島の実験プラン

トにおきまして、浮体の運動や荷重についての実測、モニタリングを開始しております。 
 外部評価委員会では、この分野につきまして、ＬＮＧプラントのオペレーションマニュ

アルの策定だとか、あるいは係留や鉱石輸送等についての技術貢献を評価いただきまして、

４人の委員の方からＳ、お２人からはＡをいただいて、総合的にはＳ評価としております。 
 最後の分野でございますが、１７ページにあります海上輸送の高度化でございます。こ

の分野も、計画はすべて達成して優れた成果を得ておりますが、量的に少ないこともあり

まして、自己評価としてはＡとしております。 
 １８ページには、まず上のほうですけれども、現在、燃料費が非常に高騰して、特に内

航船がそれに苦しんでおります。この燃費改善を支援するために、離島航路に使われる小

型高速船の省エネ運航マニュアルを昨年作成して事業者に配布しましたが、大変好評でご

ざいましたので、今年は、その内容を追加するとともに、建造の指針を与える造船所向け

のマニュアル、あるいは自治体が建造費用を負担するということがありますので、自治体

向けの基本編をそれぞれ作成しております。離島支援の、離島航路支援という意味で、こ

の項でご報告しております。 
 また、造船所におけるコスト低減も、造船所だけではなく運航者への支援ともなります。

プレスによる曲げ加工というのは大幅な工程減となりますが、これにつきましても、新た

に実際にプレスすべき箇所を指示できる、リアルプレス線と申しますが、その出力工法を

考案したプログラムを開発しております。 
 こういった取り組みによりまして、プレス加工については、２０％効率が向上しており

ますし、さらに熱で曲げるぎょう鉄につきましては、われわれのシステムが、新たに３社

で導入が予定されております。 
 海上輸送の高度化につきましては、外部評価委員会では、６名全員の委員の先生からＡ

という評価をいただいております。 
 以上で、研究成果のご説明を終わります。 
（海技研） 引き続きまして、研究以外の項目につきましてのご説明をさせていただきた

いと思います。 
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 ２ページにちょっと戻っていただきまして、２と書いてあるところでございますけれど

も、私ども研究所には、全部で９項目評価項目ございます。そのうち、今ご説明をさせて

いただきましたのが、２から５番目の研究を主体としてるとこでございます。残り１と６、

７、８、９が、その他の部分でございます。 
 まず最初に、研究マネジメントの充実と研究成果の普及促進というところで、これは今

年も自己評価はＳというふうにつけておりますが、これが３ページ目と４ページ目に載っ

てございます。 
 ページをめくっていただきまして３のところでございますが、まず、研究マネジメント

の充実と外部連携の強化というのが載っておりますが、これにつきましては、私ども、国

の戦略的イノベーションプログラム、これは総合科学技術会議が直轄で、日本で１０の課

題を選んで研究を進めていくということで、今年度から始まるものでございますが、その

課題の公募に対しまして、ＪＡＭＳＴＥＣさんと一緒に、かつ海事局等とも連携した働き

かけを行いまして、そこの右のほうに入れてございますけれども、ＡＵＶ複数運用手法等

の研究開発が採択されてございます。 
 さらに、私ども、国際条約で省エネ燃費規制が昨年の１月から入ってございますけれど

も、この際、水槽試験のほうが事実上強制化されてございますので、私どもは研究所でご

ざいますけれども、業界の支援等をさせていただくためＩＳＯ９００１を取りまして、水

槽試験の品質、そういうものについて、あらゆる努力をさせていただいてございます。 
 一方、基礎研究の活性化につきましては、ちょっとグラフがずれておりますけれども、

科研費につきまして積極的な応募を行いまして、過去最高の４２件を獲得しております。 
 さらに、大学等との有機的な連携を深めるということでございますけれども、これにつ

きましても、横浜国大との連携講座を設置いたしまして、「マリタイムフロンティアサイエ

ンス」と書いてございますけれども、海洋関係さらには運航関係につきましても、研究の

深度化、人材育成を図っていくことを進めさせていただいております。 
 さらに国外では、インドネシアのスラバヤ工科大学等と連携協定を結びまして、いわゆ

る安全環境の分野のタイアップをさせていただくようなことを考えてございます。 
 さらに、私どもの研究所のメインとして、政策支援の機能の拡充ということがうたわれ

てございますけれども、これにつきましても、昨年に引き続きまして、省エネの技術開発

への貢献ということで、これは、国のほうで省エネの技術開発の補助制度ができまして、

これの支援を行うこととともに、採択された案件の４割近くに研究支援を行っているとい

うことでございます。 
 さらに海洋資源開発プロジェクトにつきましても、同様に技術開発の補助事業等ができ

まして、これについても、採択の支援、研究への支援を実施してございます。 
 一方、東日本大震災につきましては、復興について、私ども、旧「むつ」の原子力関係

の部門がございまして、その能力を生かしまして、そこに右側のほうは、ちょっと非常に

分かりにくい図でございますけれども、福島第１原発沖の海底土の放射能濃度の分布につ
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きまして、私ども、被害につきまして、把握がなかなか困難なものでございますので、原

子力規制庁のほうから受託を受けて、そこに別紙のほうに書いてございますけども、ここ、

延べ８００キロメートルぐらいございますけども、いわゆる曳航型のガイガーカウンター

を引っ張りまして、海底土の濃度を分布調査をさせていただいております。 
 さらに、昨年、大型のコンテナ船がインド洋で折損事故を起こしましたが、これにつき

まして、私ども構造系統が持っております技術を生かしまして、安全検討委員会に貢献さ

せていただいております。 
 さらに実用化等の普及につきましては、そこに書いてございますとおり、契約、特許の

受託等が最高レベルに達してございます。 
 ページをちょっとめくっていただきまして、この次、国際のとこでございますが、２０

というふうに左肩に書いてございますところでございますが、ご存じのとおり、私どもの

ほうの船の分野、さらに海洋開発については、国際条約が規制の一元的な規制をさせてご

ざいますので、ここについて貢献のいろんな成果を説明し、条約を私どものほうのやりや

すい形にしていくということが、１つの研究所の課題になってございます。 
 それに対しまして、私ども年間２０回の提案を行うということになってございましたけ

ども、２９件の提案を行い、さらにＩＳＯ、ＩＥＣ等の議事に加わりまして、その次、２

１でございますけども、私どもの職員、太田と申しますが、ＩＭＯの主要な委員会でござ

います設備小委員会の議長に選出されて、人的な面でも大きく貢献させていただいてると

いいうふうに思ってございます。 
 さらに、ＮＯｘ、ＥＥＤＩのほうの議論につきましても貢献してございますので、この

分野についてはＳではないかというふうに考えてございます。 
 続きまして、その他の業務の運営の効率化でございますが、これについては、与えられ

た効率化の指標をこなしまして業務を効率化しているということで、Ａ評価をさせていた

だいております。 
 そこに書いてございますとおり、研究とか政策課題の変更に伴ないまして、組織の見直

し、あるいは３研統合の準備で、業務の運営の効率化ということで収入等の確保というこ

とで、収入を高いレベルで確保させていただいております。 
 その次でございます。最後のページでございますが、財務に関するとことと、その他に

ついても、これは年度計画どおり進めさせていただいているということで、それぞれＡを

つけさせていただいてます。 
 特に財務につきましては、私ども、２月に、ちょっと実海域再現水槽の建屋が崩壊して、

施設が倒壊してございますので、それに対しまして緊急工事等の費用を捻出して、早期の

復旧の準備をさせていただいております。 
 さらに、その他の９のところでございますけれども、閣議決定等で大阪支所の機能を三

鷹のほうに統合するということについて、統合を実施させていただいてるということでご

ざいます。 
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 引き続きまして、財務諸表のほうにつきまして、ご説明させていただきたいと思います。 
 資料の９のほうの概要のほうで、ご説明をさせていただきたいと思ってございます。 
 まず最初に、財務諸表につきましては、監査法人、監事等によります監査を受けまして、

適正な決算ということでお認めいただいてございます。 
 それでは、めくっていただきまして、まず貸借対照表のほうでございます。１ページで

ございますけれども、これにつきまして、対前年で変わった部分につきまして、少しご説

明させていただきたいと思います。 
 まず流動資産のほうですが、これは未収金が、いわゆる契約がずいぶん増えた関係で、

未収金がちょっと増えてることになってございます。さらに、固定資産のほうがマイナス

が３億ちょっとになっておりますけども、これについては、先ほど申した雪害で実海域再

現水槽が倒壊した関係でその除却を行ってございますので、その分が減ってございます。

その結果として、２５年度に剰余金が２億５５００万円ぐらいになってございます。 
 さらにＰＬのほうにつきまして、次の２ページ目のＰＬの損益計算書のほうでございま

すけれども、これは、経常経費のほうが３８億３０００万ということで、受託のほうの研

究がかなり増えてございますので、それに対応しまして経費のほうも研究業務費が３億、

４億３０００万ぐらい増えてる格好になってございます。 
 さらに経常収益の合計につきましても、受託収入が５億ぐらい増えてございますので、

４０億円台ということになってございます。 
 当期総利益につきましては、１億６９００万円ということになってございます。このう

ち、資金的な利益については５００万弱ということになってございますので、受託契約等

に伴います固定資産の取得のほうがかなりあったということになってございます。 
 キャッシュフロー計算につきましては、基本的には、若干うちは少し減っておりますけ

れども、貸借対照表上の現金と預金残高が一致しておりまして、私どもの運営の大体この

ぐらいの資金を通常持ってございますので、そういうレベルにさせていただいております。 
 最後の行政サービス実施コストでございますが、これは先ほど申したとおり、実海域の

再現水槽の倒壊によりまして、損益外の除去相当分が２億９０００ぐらい増えてございま

すので、結果的に行政サービスコストが９％ぐらい増えてございます。これを除きますと、

大体、昨年度と同じぐらいのレベルになってございますので、この辺については、やむを

えない事情が発生したというふうに理解しております。 
 さらに財務諸表では、重要会計方針が載せてございますが、大阪支所のほうが昨年度末

に廃止をしておりますが、ここの国庫納付のほうがちょっと遅れておりますので、その分

は減損兆候として記載させております。さらに、３研統合につきましては、この開示に必

要な会計情報ということで、３研統合を載せさせていただいております。 
 以上で、ご説明を終わらせていただきます。 
（分科会長） はい、ありがとうございました。 
 それでは、ただいまのご説明に対する質疑を、委員の皆さんからお願いしたいと思いま
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す。 
（委員） あまり本質的じゃない質問になってしまうかもしれませんが、６ページに、設

計技術の確立及び安全基準の策定に関する研究というところで、避難シミュレーションを

されたということなんですが、これについては、検証はどうやってされるんですか、この

結果が正しいんだということを。 
（海技研） ＩＭＯのほうにベンチマークデータがございまして、それで検証、バリデー

ションするということになっておりまして、そこでは、きちんと出てるという結果になっ

ております。ただ、傾斜についてはちょっとデータがないので、ここの部分は、まだ何ら

か検証が必要なのかなと思います。 
（委員） じゃあ、やられる予定があるということですか。 
（海技研） 傾斜の実験というのは、なかなか難しいので、何か機会を見つけてというこ

とになるかと思います。ただちには、なかなか難しいかなと思います。 
（委員） じゃあ、まだ完成はしてないって考えたほうがいいんですか。 
（海技研） そこまでを含めれば完成したというわけではありません。 
（委員） それから、あと私、昔からずいぶん気にかかってる、おたくで水の抵抗を減ら

すために泡を吹いて抵抗を減らすというのをやっておられて、今は、今度は円環部分をつ

けてやるっていうようなことをやっておられるんですが、あの泡の部分については実用化

されたような話もどっかでお聞きしたような気もするんですが、それの今後と、それから、

円環部分につける物との将来性みたいなやつは、どういうふうにお考えなんでしょうか。 
（海技研） 船の抵抗成分というのは、いろんな抵抗成分がありまして、泡といいますか、

われわれは「空気潤滑」と今呼んでおりますけれども、これはいわゆる摩擦抵抗、水の粘

性に伴う抵抗でございます。 
 これについては、ご指摘のとおり実用化されてまして、今、石炭運搬船に搭載されてい

て、４％から８％、積荷を積んでいるときとバラストのときとで違いますが、そういう実

績データが出ております。 
 ここで、ＷＡＤと言ってるリングは、船の後ろのプロペラの周りの流れを制御してプロ

ペラの効率を上げようというものです。ごく簡単に言うと、足し算っていいますか、粘性

抵抗はこちらで減らして、プロペラの効率をこちらで上げるという関係になります。ただ、

空気を入れますと細部の流れも変わりますので、そこの効き方が全く足し算になるわけで

はありませんけれども、一応趣旨としては独立したもので、それぞれに減らしていこうと

いうことです。 
 最終的にＥＥＤＩで３０％という目標がありますが、１個で３０％減らすことができま

せんので、いろんなことをやっているということです。 
（委員） 足し算して、どれぐらいになるんですか。 
（海技研） 先ほど言いましたように、空気潤滑は４から８％なんですが、ＷＡＤは、３％

だったと思います。ただ、かかってるコストがＷＡＤの場合、非常に少ないので、コスト
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パフォーマンスが非常にいいということで、造船所からは高く評価してもらって実際に適

用されています。 
（委員） それはすごいですね。 
 それからもう１つ、よろしいですか。 
 今、話題になってる、越境の汚染が問題になってまして、ＰＭ２．５ですね。これにつ

いては、何か今後厳しくなるんじゃないかなっていう感じはあるんですが、船からもかな

り出てるんじゃないかということで、そちらのほうではあまり、ＮＯｘは今度、何年かか

けて減らされる方向でしょうけど、ＰＭ２．５についてはどういう状況で、今後どういう

ふうに対応ということをお考えになっていらっしゃるんですか。 
（海技研） 船の排ガスの規制としましては、今おっしゃってますＮＯｘと、今それから

燃料の硫黄分の規制になっていまして、硫黄分の規制が硫化物の排出を減らすということ

で、実はＰＭの低減に効いております。 
 ＰＭ２．５になりますと、そういったガス成分で大気中で二次生成するものがあります

ので、さらに加えて、いろんなガス成分、たとえば未燃の炭化水素、こういったものを減

らしていかないといけない。 
 規制としては、まだこれからですけれども、われわれとしては、ＩＭＯも当然そういう

ところに関心を持つと考えています。それから、これは昨年ご報告しましたＥＣＡと申し

ます、日本の周りの環境をどうするかという問題の中で、ＰＭ２．５は実はペンディング

になっております。いわゆる因果関係が、まだこれは環境省さんも含めてはっきりと見え

てないので、そちらの検討の状況も踏まえて、順次対策をとっていこうということで、炭

化水素の低減方法、あるいは非常に微細な粒子の捕獲方法というのを、基礎的な研究とし

て、今われわれはやっております。 
（委員） 今おっしゃった基礎的な研究というのは、これのどこに出てるんですか。 
（海技研） 基礎的なので、重点研究の成果として、まだご報告する状況ではありません。

課題としては、９ページの中の１８番です。「環境影響物処理システム（脱硝・脱硫・排熱

回収）の最適化」という中になります。この上のＮＯｘは、特に規制対応でＮＯｘ低減と

いうことを言っておりますが、ＮＯｘもＰＭ２．５の原因物質の１つでございますから、

ＮＯｘの低減も、ＰＭ２．５に対しては効果があると思います。 
（委員） はい、ありがとうございました。 
（分科会長） ほかに、ご質問お願いします。はい、どうぞ。 
（委員） 実は昨年もお願いしたんですけれども、二重丸のついている特筆した成果が出

たテーマについては、ぜひテーマの実施期間を書いて下さい。 
 ２５年度の計画は PPT 資料に掲載されているので、それに対して大いに成果が出たかど

うかは分かるんですが、最終年度のまとめとして、これだけの成果が出たということなの

か、スタートしたばかりで既にここまで行ってるので、これから先の進展がが大いに望ま

れるというふうに理解していいのかということが、分かりやすくなると思います。 
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 実施報告書を見れば書いてあることは承知しています。 
（海技研） 今、私たちは５年計画の３年目ということで、基本的には、ほとんどの課題

がまだ途上にあります。その中で、２５年度分としては、これだけ出ましたという形でご

報告をしております。今回ご報告したもののほとんどが５年計画になっているかと思いま

すので、計画自体はまだ続きます。 
 例えば、１０ページの画期的な水槽試験方法と申し上げましたけれども、これは決して

最終ゴールではなくて、こういった基盤技術を使って、実際の実海域の燃費を下げるとい

う研究に発展していくはずのものでございます。 
（委員） そうしますと、この５ページ以降の◎の付いたテーマで、２５年度に終わった

というテーマは、特にこの中にはないんですか。 
（海技研） 安全の中で、７ページの経年構造の検査・診断技術の開発に関する研究とい

うのは、３年で終了ということになっております。 
（委員） その成果が記載されているということですか。 
（海技研） はい。ただ、３年計画ですけれども、特に２５年度はこういう特筆する成果

が出たということでご報告しておりますので、３年分の成果としてのご報告ではございま

せん。われわれは、２５年度の成果を報告するようにと言われておりますので、そういう

報告の仕方になっております。 
（委員） はい、ありがとうございます。 
（分科会長） はい、どうぞ。 
（委員） ちょっと少し離れるかもしれませんが、昨今、非常に大きな海上事故が２つあ

りました。 
 １つは国内のことですけれど、建設工事用の桟橋が引っ繰り返ってしまい作業員の方が

たくさん亡くなられました。あり得ない事故ということで、原因もよく分かっていないと

いうふうに伺ってるんですが、事故の分析はどの程度まで行われているのでしょうか。 
 あともう１つ、韓国の旅客船の事故です。あれは、先ほどご説明があった事故の傾斜シ

ミュレーションのように、まさに船体が斜めになってしまったために避難が遅れたと思い

ます。傾斜が想定されずに、現在の避難シミュレーションプログラムというのが作られて

いって大丈夫なのかと疑問に思います。 
 世界的にいろいろ研究をリードされている研究所だということはよく承知しています。

他国のことでも、そういった研究をぜひやっていただきたいと思いますし、やる予定はあ

りますか。 
 研究所でいろいろな提案や避難プログラムを出しても、それが実際に採用されなければ、

国民や世界の人々の安全は守れないと思います。こちらの研究所でやったものがＩＭＯな

どを通じて実際にどの程度採用されていくのかそのプロセスについて、何か特に働きかけ

をされていることがありましたら、教えていただきたいと思います。 
（海技研） はい。われわれ、事故に対しては非常に真摯に取り組んでおりまして、事故
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解析センターという組織としても持っております。今ご指摘の両方の事故についても、必

要に応じて検討しておりまして、あとでできる範囲でお話しできるかと思うんですが。 
 その中で、例えば韓国の船の事故について言うと、非常に似た船が日本でも、やはり大

傾斜する事故が少し前にありまして、これは昨年、この席で確かご報告をしたと思うんで

すけれども、非常に精密な水槽実験でその事故を再現して対策を提案して、それをさらに

国交省のほうで対策方針として示されて、実際、今のフェリーではその対策をとられてい

るというふうに聞いております。 
 ですから、事故に対しては、非常に積極的に取り組んでおりますが、ただ、事故という

ものの性質上、そんなに大きな声で宣伝するべきものではないので、あんまり世の中で広

く知られているかっていうと、必ずしもです。 
 事故解析センターの責任者が、今日来ておりますので捕捉説明いたします。 
（海技研） 海難事故解析センター長の田村です。 
 今、２点ご質問がありましたけども、最初の、ポンツーンというか、沖ノ鳥島の事故に

関しましては、これはまだ解析中ですので、ちょっとお答えしにくい部分がございますけ

れども、運輸安全委員会のほうと検討させていただいております。 
 それから韓国の事故に関しましては、これ韓国の国内の話なので、直接的にそれに介入

するということはあり得ないんでございますけれども、先ほどちょっと千田のほうからあ

りましたけども、ありあけという、前に起きた事故が非常に似た形の事故でして、それに

関して、かなりこちらは大きな水槽実験等も繰り返しまして、安全マニュアルという形で、

もう既に国交省のほうからそれが出ております。 
 それを使いまして、特に船の後ろのほうから来る波に対する注意と、それから傾いたと

きに荷崩れを起こさないような固縛の仕方といった、そういったことのマニュアルを、も

う通達として出しております。それをＩＭＯのほうを通じまして、日本ではこういうこと

をやってますという形で、ご報告させていただいております。 
 これが採用されるようにというか、こういうことをやってますという形で出しておりま

すので、今回の韓国の事故で、また報告がＩＭＯに上がってきたときに、それに対してこ

れを売り込んでいくというか、こういう形のものがもう既にありますよという形で、これ

から宣伝するという形になるかと思います。 
（分科会長） よろしいですか。ほかに。はい、どうぞ。 
（委員） かなり細かいことになるかもしれないですけど、７ページに腐食のことについ

て、ＲＦＩＤを使って腐食環境検知システムの基準を示したとあるんですけど、これは、

どういうふうにＲＦＩＤを使われるんですか。 
（海技研） どうも陸上の構造物では実際にやられてるものらしいんですけれども、これ

は、主に鉄材の腐食に対して、模擬鉄材といいますか、を一緒に埋め込みまして、その電

気伝導度でもって腐食状況の進展をモニターするんですが、それは中に埋め込まれており

ますので、その信号をＲＦＩＤ、いわゆるＳｕｉｃａとか、あの類の情報伝達システムで
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すが、それを使って取り出すという、そういうシステムでございます。 
（委員） 要するに電気抵抗みたいなやつを記録しといて、それを呼び出せば。 
（海技研） 呼び出せる、はい。非接触で呼び出せるということです。 
（委員） そうですか、分かりました。どうもありがとうございます。 
（分科会長） どうぞ。 
（委員） 財務諸表に関して、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 
 損益計算書を拝見してたんですが、研究業務費の中の外部委託費というのは、これは、

受託研究が増えたことによって、この辺り増えたものが多いというふうにおっしゃってた

んですけれども、これは、そういう外部に研究を委託したものという考え方でよろしいの

でしょうか。まず、その点を教えてください。 
（海技研） これは例えばどういうものかといいますと、先ほど私どもの概要版のほうの

４ページに、福島県沖のほうの海底土の調査をしたメッシュが出てございますけれども、

これは実際は、私どもは船を計測機器は持っておりますけれども、船を傭船して走らせて、

ずっと計測していくわけでございますけれども、傭船料とか、そういうのが、この中の外

部委託費というのの中に増えてございますので、こういう規制庁からいただいた大きな仕

事が出てくると、どうしても、そういうものは発生してくるということになってございま

す。 
（委員） そうすると、２１０人常勤の方がいらっしゃるというふうに書いてあったんで

すけれども、このうち、研究の方は半分ぐらい。 
（海技研） １５０人ぐらいです。 
 そもそも実は私ども、運営費交付金でやるべき研究というのが、ここの年度計画に出て

おりますので、基本的には、そういう人員に対して運営交付金を渡されておりますので、

受託が大きく伸びてしまいますと、どうしても業務量がなかなか私どもだけではこなせな

いとか、先ほど申したとおり、船をもともと持っておりませんので、そういうところ、ど

うしても出さざるをえなくなるというふうに考えております。 
（委員） 船なら分かるんですけれども、研究所によっては、研究所の中に研究する方も

いらっしゃるけれども、いまひとつ人員が足りなくて、かなり外に出しちゃってるような

ところもあったりしまして、それですと、ノウハウが中に残らないとか、本来、研究所で

やるべきことなのに、外に出しちゃってるんじゃないのかというようなところもあったも

のですから、そちらの研究所では、そういうことはなくて、基本は、ほとんど自前でやる

方向だというふうに考えてよろしいのでしょうか。 
（海技研） 私どもは基本的には、世界とか日本で唯一しか持ってない試験機械を保持し

ておりますので、基本は内製型でございます。それでも、先ほど申したどうしても持って

ないものとか、おっしゃられるとおり、これデータ実は８００キロぐらい拾っております

けれども、１秒間隔でデータが出てきておりますので、すごい膨大な解析をせざるをえな

いので、そういう１部分の解析とか、そういうのを外の計算会社とか、そういうとこに出
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させていただいております。基本のノウハウはこちらで全部持つということにさせていた

だいております。 
（委員） 計算とかは外でやってもらうほうが早い、安い、たくさんできるということも

あると思うんですけれども、やはりコアな研究部分は、ぜひとも研究所内でレベルをキー

プするためにやっていただきたいなというふうに思ったので、そういう方法でやっておら

れるということであれば、特に問題ないと思いました。 
 それからあとは会計方針のところで、たな卸資産の評価基準及び評価方法に関して、昨

年は、未成受託研究支出金も貯蔵品もいずれも、低価法損益計算書だったんですけども、

原価法になっていたのが、今期、低価法と書かれていたので、特に変更の記載もなかった

ものですから、どうしてなのか、教えていただけますでしょうか。 
（海技研） この点につきましては、実は監査法人のほうからのアドバイスでこちらに変

更するようにということでございましたので、特段こちらとしては、監査法人のほうの見

識が高いというふうな認識をしておりますので、そちらのほうで変更させていただいてま

す。 
（委員） 分かりました。独法会計基準上は低価法が原則だからということですね。 
（海技研） はい。 
（委員） じゃあ、バツから丸というような、三角から丸というか、そういう正しいもの

に変えられたという理解でよろしいでしょうか。 
 あと、すみません。減損に関して、回収可能サービス価格というところが昨年はゼロに

なっていたんですけれども、今期は金額が埋められているんですが、これは、去年は測定

できなかったからゼロで、今年は測定できたから金額が埋まったのか、それとも方針が変

わったのかというところをちょっと教えていただけますか。 
（海技研） ここにつきましては、監査法人のほうとも議論をさせていただきまして、昨

年は、まだ返す日付とか、返すものについての明確なものが設定できなかったわけでござ

いますけれども、それに対しまして、現在、もう職員もおらず、機能は全部引き上げてお

りますので、ほぼ確定しておりますので、そこで監査法人のほうから、回収可能な価格を

出すべきではないかということでご指摘がございましたので、できるだけ、それに近いよ

うな数字を探しまして、ご相談して載せさせていただいているということでございます。 
（委員） 分かりました。ありがとうございます。 
（分科会長） はい、どうぞ。 
（委員） 昨年の、さっきお話にも出てきましたけど、実海域水槽の壊れたことによる影

響なんですけれども、２６年度中に復旧を目指してるということで、うれしいなと思うん

ですが、それ相当、実海域水槽を利用する研究とか、それから第三者への協力を予定され

てたと思うんですが、それの影響による例えば研究の遅れとか見直しとか、あるいはまた

補填とか、そういうものについて何かありましたら、教えていただきたいと思うんですが。 
（海技研） ご指摘のとおり、私どもは民間からの受託した、ここを使うものがございま
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した。それにつきましては受託側と話しまして、ここで本来はやらなきゃいけないんです

けども、別の小さい単機能の水槽みたいなとこで代えられるものについては、そちらのほ

うに移っていただく、もしくは外部の別のところを私どものほうが借りまして、もともと

当初の契約のままでの金額になってしまいますけども、私どものほうから研究計画として

お出ししたと。 
 さらに私どもの自己でやっておりますこういう交付金の研究につきまして、年度計画は

達成しておりますけれども、かなり変更とか、そういうものをさせて、細かい点で変更す

るなど、いろいろ影響が大きく出ております。そういう意味で、できるだけ早い復旧をし

たいということで、今、財政当局と議論をさせていただいてる段階でございます。 
（委員） その影響を何とか打ち消すために、また余分な努力をしなくてはいけないとか、

より、ほかのものに影響が出るとか、多々影響はあるとは思うんですけども、頑張ってい

ただければと思います。 
（分科会長） 今おっしゃったようなことは、あれですね。２６年度の年度計画に何らか

の形で反映された形で２６年度計画が立てられてるという理解でよろしいんですね。 
（海技研） はい。基本的には、年度計画を作るタイミング、２月でいわゆる起こりまし

たので、その状況を踏まえて。 
（分科会長） もうできてるんですか。 
（海技研） 一応は入れてありますが、全部が全部ちゃんと入れられてるかというと、な

かなか苦しいところでございますけれども、とりあえずは入れ込んで２６を立てておりま

す。 
（分科会長） それと、私のほうから質問なんですけど、１４ページ、１５ページの海洋

の開発というご説明をいただいていて、これはＳ評価ということなんですけど、当初の年

度計画に比べて、格段に２５年度に進展した点がどこかということを、もう一度確認させ

ていただきたいんですけど。ちょっとよく分からなかった。計画どおりではないかという

ような気もしたんですが、ご説明を。 
（海技研） はい。まず、洋上出荷オペレーション技術に関しましては、国土交通省のオ

ペレーションガイドラインとマニュアルに成果を反映させてます。それで、国土交通省の

ほうで、これを採択していただいたというところがプラスアルファというふうになってお

ります。 
 この資料０２の１７、１８のところの右側の欄のところにその辺の、何を評価した結果

かというところをまとめております。ちょっと長いんですけれども、洋上出荷については、

先ほど申したとおり。 
 ロジハブも、こういった高速船の着桟システムをきちんと実現可能性を示したというと

ころ、あるいはクラスター係留でも、さらに一段進んだ、係留であるパレットクラスター

係留ということを示したというところでございます。 
 それから熱水鉱床につきましても、これはＪＯＧＭＥＣさんの計画もあって、なかなか
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こちらの考え方だけで研究が進むものではないので、２５年度計画とはやや抽象的に書か

れておりまして、特に非常に難しいと思われます濁度の中での距離の測定方法ですとか、

それから、これもかなり問題としては厄介になっています揚鉱管の摩耗、こういったとこ

ろで重要なデータが取れたという、そういった技術的な貢献が大きかったということを評

価してます。 
（分科会長） これは、２５年度で完成した研究ということでもないんですか。 
（海技研） ございません、はい。いずれのものも進行形です。 
（分科会長） 現在２６年度も、別の側面からの研究アイテムは進行してるということな

んですね。 
（海技研）はい。 
（分科会長） ほかにご発言ありませんか。はい、どうぞ。 
（委員） ＷＡＤが１７隻実装って素晴らしいと思うんですけども、昨年が数隻確かあっ

て、その時に特許収入が確かあったと思うんですけれど、これ特許は海技研さんがかなり

の部分を押さえられていてですかね。それで、今回その特許料の、何ページだったかな、

ありましたけども、そんなに伸びてないようなんですけど、この１７隻は、そんなに貢献

してないんですか。 
（海技研） この実績については、特許を許諾した日の件数で１７隻になっておりまして、

特許料収入は、申し訳ありませんけども、船が竣工した日に入っていますので、実は２６

年度からかなりポンと伸びています。ＷＡＤだけで１０００万ぐらい入ってきますので。

その次の２７年度は２０００万ぐらいとか、そういうレベルになっております。 
 ただ、許諾でちょっとこの数字を取ってしまっていますので、そういう意味だと伸びて

ないというふうに見えますので、すみません、ご了承いただければと思います。 
（分科会長） あと、もう１点コメントなんですけども。１８ページ、１９ページで海上

輸送の高度化って、これ内航船に関する研究テーマが挙げられてるんですけれども、ご説

明の中でも、テーマがちょっと少ないんだっていうようなことを言われてたと思うんです

けども、一方で、現在、内航船の建造量ってすごく増えてきていて、かなりトラックから

内航船に移ったり、あるいはセメント船とか石油輸送のタンカーとか、建造増えてますね。

何かテーマないんですか、そういう世の中のニーズに対応する。 
（海技研） 実はこの分野につきましては、この中期計画を作りました時は、ご存じのと

おり前政権の仕分け直後でございましたので、この分野は絞るようにというご指示がござ

いました。 
 現行では、おっしゃられるとおり、いろんなものがございますので、実は受託としてＪ

ＲＴＴさんとか、そういうとこから仕事は大分、受託研究としていただいておりますので、

その辺については貢献はさせていただいたと思ってございますんですけども、ちょっと受

託研究でございますので、なかなか、こういうところに成果としてお見せするというわけ

にはまいりませんので、誠に恐縮でございますけれども、そういう状況になってございま
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す。 
（海技研） 職員が頑張ってる立場から申し上げます。 
 中期計画がスタートの時にこの４テーマが、第４番目の海上輸送の高度化という中で取

り上げられたということですね。今、先生がおっしゃってるように、内航船でいろいろ技

術的な改良が必要とする場面は多々、その後も出ております。例えば先ほどのＷＡＤにし

ても、また空気潤滑のああいうのにしても、それから工作法にしても、いわゆる内航船に

適用されているような技術の向上というのは、ほかのテーマのところで出されていると思

います。 
（分科会長） ほかにご発言ございますか。大体よろしいでしょうか。 
 そうしましたら、どうもありがとうございます。それでは、次回分科会での審議方法に

ついて事務局から海技研さんのほうにご説明をお願いします。 
（事務局） 各委員の事前評価を昨年度と同様に、事務局にて集計を行いましたあと、各

評価項目につきまして、８名の委員のうち６名が同じ評価となった場合は、当該項目の評

価を確定させます。それ以外の項目につきましては、８月８日の分科会にて研究所から再

説明の上、再審議をもって評価を決定いたします。 
 再審議の項目につきましては、７月２３日水曜日を目途に、研究所にお伝えいたします。 
 以上です。 
（分科会長） はい、それでは、海技研につきましては、これで終了させていただきます。

どうも御苦労様でした。 
 

（海上技術安全研究所 退室） 
 
（分科会長） それでは事務局のほうから、その他の事項について連絡事項等ありました

ら、よろしくお願いします。 
（事務局） 今後の予定につきまして再確認させていただきます。 
 各研究所の資料－０２、資料－０３、評価調書の本紙と別紙ですが、電子データをメー

ルにてお送りいたします。先生方の評価、ご意見をご記入いただき、７月２２日火曜日ま

でに、ご提出をお願いしたいと考えております。 
 集計結果につきましては７月２３日をめどにお知らせいたしますが、再審議項目につき

ましては、８月８日金曜日の次回分科会にてご審議いただきますので、ご確認いただけれ

ばと思います。 
 以上です。 
（分科会長） 大体意見も出尽くしたようなので、そちらにお返しします。 
（事務局） それでは、本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。 

 
― 了 ― 


